
 

 

 

  
 

武蔵野市男女共同参画推進市民会議 

報  告  書  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  平成２０年１１月 

 

 

 

 

 

 



 

武蔵野市長  邑上 守正 殿 

 

武蔵野市男女共同参画推進市民会議は、平成19年８月21日、邑上守正武蔵野市長より、

第二次武蔵野市男女共同参画計画策定のための提言をまとめるよう諮問を受け、審議を進

めてまいりました。このたび審議結果がまとまりましたので、ここにご報告いたします。 

 

 当市民会議では、２年度にわたり合計17回の委員会を開催いたしました。会議では、関

係各課や市民団体へのヒヤリング、０１２３吉祥寺や母子生活支援施設をはじめとした関

連施設の視察、庁内関係各課による男女共同参画推進会議や男女共同参画に関する意識調

査の結果などを踏まえて、現行動計画の進捗状況をチェックした上で、今後５年間の課題

を導きだすための議論を構築していきました。 

 委員会の中盤以降は、各委員が関心のある課題を分担し、今回、当市民会議のために立

ち上げられたワーキンググループの協力を得ながら、さらに情報収集やヒヤリング等を進

め、全体での議論を踏まえながら問題点を整理し、具体的な提言をまとめました。 

 前回、平成13年に第五期女性行動計画推進市民会議が設置され翌14年に報告書が提出さ

れてから、５年間のブランクがありました。その間少子・高齢社会の加速化、価値観やラ

イフスタイルなど社会環境の変化、関連法規の改正など、男女共同参画行政をとりまく諸

環境は大きく変動しており、この５年間の検証や課題について議論することは大きな困難

でもありました。今回の提言では、そのような点の改善も含め、今後の５年間を見据え焦

点を絞り、実効性の高い内容を中心としております。 

 この報告書の提言を含め、新しい時代にふさわしい第二次武蔵野市男女共同参画計画を

策定されますよう、希望いたします。 

 

平成20年11月18日 
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第１章 報告書の作成にあたっての考え方 
 
 男女共同参画社会基本法では、国、都道府県レベ

ルで男女共同参画計画の策定が義務付けられ、市区

町村でも、国や都道府県の施策を勘案し、その区域

の特性に応じた計画を策定し実施することが努力義

務となっている。武蔵野市では平成２年に「武蔵野

市女性行動計画」が策定され、その後、５年ごとに

改定されている。今回は、４回目の改定にあたって、

当武蔵野市男女共同参画推進市民会議（以下「市民

会議」という。)が諮問機関として立ち上げられた。 

 この５年間の社会の流れは、５年前には予想でき

なかったスピードで変化しており、しかも、男女共

同参画行政のあり方にも各地にめざましい進展が見

られた。５年ぶりの計画策定に向けて、武蔵野市の

男女共同参画行政のそのものの見直しが求められて

いる。 

 

１.  男女共同参画推進市民会議の役割と課

題 

（１） 男女共同参画計画策定過程における市民会議

の役割  

 男女共同参画計画は、市の施策のあらゆる分野に

男女共同参画の視点を反映させ、地域づくりを進め

ていくことを目的としている。そのため、男女共同

参画担当部署は、庁内に横断的な推進体制を整備し、

部局間の調整機能を果すことが望まれる。また、政

府の関連の計画及び都の計画との整合性を図るとと

もに、市の総合計画である長期計画はもとより、他

の個別計画との整合性を図るための十分な調整が必

要である。 

 一方、できる限り地域の実情に応じた具体的な目

標を設定するために、計画策定段階に市民の参加を

求め、住民の多様な意見やニーズを反映させていく

必要があり、この役割を担うのが市民会議である。

そのために、できるだけ広範な分野から、有識者、

民間団体や関係行政機関の代表など、多様な経験や

知見をもつ人材の参加が必要となる。市民会議のメ

ンバーは、計画の進捗状況をチェックするとともに、

今後の取組の方向性を市長に対して市民サイドから

提言する役割を担っている。 

 

（２）市民会議の課題 

 市民会議は、男女共同参画計画に市民の幅広い意

見を反映する市民参加の仕組みの一端を担っている。

今回、前回の市民会議では２名だった公募委員が４

名に増員され、男性委員の割合も12名中５名で、「男

女比率の平衡化」という現計画の目標値をほぼ満た

している。また、「市民会議の公開」も実現し、今回、

ほぼ全会議に傍聴者の出席があった。 

 しかしながら、課題とされた「庁内推進体制の充

実」は実現には遠く、「市民会議を常設の評価機関と

して位置づける」は今回も相変わらず課題のままで

ある。市民会議に、計画の推進状況について監視す

る第三者機関としての機能を強化することによって、

計画的フォローアップ体制を確立していくことが望

まれる。 

 市民会議は、計画策定のための市民サイドからの

提言のための機関であると同時に、市民と行政がパ

ートナーシップのための共通認識をもつための場で

もある。今回、市民会議が自分たちにとって市政や

男女共同参画への啓発の場として役立ったとの市民

会議委員のコメントがあったが、市民と行政の信頼

関係を築くためにも、責任ある推進体制の確立が何

よりも求められる。 

 

２．男女共同参画計画の施策の見直しと課題

の設定 
（１）男女共同参画をめぐる社会状況の変化 

１）男女共同参画をめぐる法制度などの整備 

① 男女共同参画基本計画（第２次）の策定（平成

17年12月、内閣府）  重点事項として、ⅰ）平

成32年までに、指導的地位に女性が占める割合を

少なくとも30％以上にする、ⅱ）女性のチャレン
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ジ支援策の推進、ⅲ）男性を含めた働き方の見直

し等10項目が掲げられた。 

② 次世代育成支援対策推進法の成立（平成15年 

７月） 301人以上の労働者を雇用する事業主は、

労働者が仕事と子育てを両立するための「一般事

業主行動計画」を策定することが義務づけられた。 

③ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成15年７月） 期

間雇用者のうち、一定の要件を満たす者の育児・

介護休業取得機会の拡大、育児休業期間の延長、

子の看護休暇の創設等が規定された。 

④ 男女雇用機会均等法の改正（平成18年６月） 

 性別による差別禁止の範囲が拡大されるとともに、

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いが禁止さ

れた。 

⑤ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（平成19年７月）  配偶者からの暴力

防止・被害者保護のための施策の実施に関する基

本計画の策定を市町村の努力義務とすること、保

護命令制度の一層の拡充などが盛り込まれた。 

 

２）武蔵野市の動き 

 武蔵野市でも、少子化の進行は顕著で、平成18年

の合計特殊出生率は0.89と多摩地区では最低で、全

国平均の1.32とも大きな差がある。０歳から４歳ま

での人口も減少傾向にある。一方、65歳以上の高齢

者の総人口に占める割合は平成20年１月１日現在

19.2％と、東京都の平均（19.4％）に近いが、今後

とも高齢化の進展は見込まれる。高齢者の単独世帯

や高齢者夫婦のみの世帯も増加することが予測され

ている。単身世帯が多く、若者世代での転出入が極

めて高い傾向は今後も続くと予想される。 

 一方、市政における変化は、市長の交代、第四期

長期計画・調整計画の策定、ＮＰＯ活動促進基本計

画、市民協働サロンの開設等がある。特に、第四期

長期計画・調整計画との整合性をはかりながら、ま

ちづくりの視点で、広く、男女共同参画が推進され

る必要がある。 
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（２）新しい課題設定のための計画の見直し 

 今回の市民会議では、まず、平成16年に策定され

た「武蔵野市男女共同参画計画」の推進状況のチェ

ックと施策の見直しからスタートした。そこでの問

題点は、施策が総合的であまりに多岐にわたるため、

網羅的になってしまっているということであった。

庁内の関連各課における男女共同参画推進会議（以

下「推進会議」という。）においても同様の意見があ

り、施策間の接点が取りにくく、各部署の報告のみ

に終わっており、会議のあり方に改善の必要がある

との報告があった。 

  男女共同参画推進計画の大きな柱として「あらゆ

る分野への男女共同参画」は欠かせないテーマで、

したがって、計画は庁内の様々な担当部署に関わる

総合的なものにならざるを得ない。網羅的であるこ

との欠点をどのようにして解決するかが課題となっ

た。そこで、今回の市民会議では、あらゆる分野へ

の目配りをする一方、５年間という計画実施期間を

勘案し、課題をしぼり、重点目標を優先的に検討す

ることにした。推進体制については、網羅的になら

ないよう、連携のシステムについて検討した。 

 さらに、現計画のうち、平成20年度「男女共同参

画計画事業等報告書」の中で、実施区分がＢ（計画

期間内に新たに実施予定の事業）とＣ（将来の検討・

研究課題とする事業）のものを特に洗い出し、今後

５年間での実施の可能性を検討した。 

 また、むさしのヒューマン・ネットワークセンタ

ー（以下「センター」という。）と情報誌「まなこ」

の充実、「男女共同参画基本条例（仮称）」の検討は、

第四期長期計画・調整計画の中でも課題としてあげ

られているが、特に、センターについては、移転計

画が目前に迫っているため、最優先課題とした。 

 

３. 提言の基本的考え方 
（１）基本理念 

 近年、少子高齢社会の急速な進展、家族形態の多

様化、産業構造の変化と労働形態の多様化など、社

会を取り巻く情勢は大きく変化しており、それに伴

い、人々の意識も大きく変化している。 



 武蔵野市も例外ではない。今後、活力ある地域社

会を築いていけるかどうか、住む人々に魅力あるま

ちであり続けることができるかどうかの厳しい転換

点に立っているといえる。 

 満足感と安心感をもって、一人ひとりの幸せと生

きがいを地域社会の中に実現していくためにも、男

女が、そして、あらゆる世代が協力し、それぞれの

個性や能力を活かし、あらゆる分野に参画しながら、

男女共同参画のまちづくりを進めていくことが、今、

求められている。  
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＜基本理念＞ 

 男女が互いの人権と能力を尊重し合い、働き方や

生き方を柔軟に選択できる、男女共同参画のまちづ

くりの実現をめざす。 

 

（２）理念達成のための基本視点 

 基本理念の達成のためには、以下の基本視点に基

づき、取組を進めていく必要がある。 

基本視点１  市と市民・事業所の協働 

 男女共同参画社会の実現のためには、地域が一体

となって取り組む必要がある。そのためには、市と

市民が、積極的に役割を担い合い、協働して計画を

推進していくことが求められている。さらに、今後

は、事業者も地域の一員として、自らの役割や責任

を自覚し、積極的に参加・協働していくことが何よ

り期待される。そのためにも、幅広い情報の共有と

市民の多様な参加を可能にする仕組みづくりが求め

られている。 

基本視点２  地域で支え合うまちづくり 

 男女共同参画に基づくまちづくりは、地域への安

心感や信頼感に支えられる必要がある。市民が、孤

立感や無力感を感じることなく、地域の一市民とし

て、人と人とのつながりの中で、自らの力を発揮で

きるよう支援していくことが求められている。 

基本視点３ 実効性のあるプランづくり 

 計画の実効性と継続性を高めるため、客観的な事

業評価のシステムを導入する必要がある。計画の全

体的な進捗状況をしっかりと確認しながら、施策の

実現に向けて、取組の改善や徹底を図っていく。 

（３）理念達成のための４つの基本目標 

 現計画を見直し、その上で、基本理念、基本視点

から、以下の４つの基本目標を導き出した。 

 今回、網羅的であるという欠点を補うため、また、

５年間という計画の実施期間を視野に入れ、基本目

標をしぼったが、結果的には、大きな目的解決のた

めに、課題を組み直すことができた。 

 

基本目標１ 男女がともに仕事と家庭、地域生活の

調和を図ることのできる環境を整備する（ワーク・

ライフ・バランスの実現） 

 ワーク・ライフ・バランス*の実現が、少子化対策

のキーワードとして国民的課題となっている。しか

し、本来、ワーク・ライフ・バランスは、働き方の

見直しを伴う、働く人すべてにとって共通の人権に

根ざす課題である。 

 今回は、“安心して子育てや介護と仕事の両立がで

きる武蔵野市”の実現を重点目標として取り上げた。

女性が仕事か育児・介護かの二者択一状況に置かれ

ることのないよう、また、男性も家庭責任を全うす

ると同時に、子育てや介護を通じて喜びや感動、人

との触れあいなどを得ることが可能となる支援体制

が望まれる。より実効性の高い計画とするためには、

地域の事業所の協力が不可欠である。  

  

基本目標２ 男女が互いの性と人権を尊重し、心身

ともに健康で自立した生き方を選択できるシステム

をつくる 

 ＤＶ防止法の改正によって、ＤＶ防止と被害者保

護のための計画が市町村でも努力義務になったこと

を受け、ＤＶ防止のための取組は最優先課題とした。

“暴力を決して許さない”という強いメッセージを

地域の中に発信し、定着させる必要がある。また、

「女性の人権を守る相談体制の整備」と「生涯を通

じた男女の健康支援」についても、現計画から引き

続き重点課題とした。 

 現計画で課題となっている「高齢者の自立と生活

安定のための条件整備」と「社会的困難にある女性

の生活安定と自立への支援」については、所管課が



引き続き取組を強化するよう働きかけるとともに、

今回の基本目標への取組を通じて、これらの課題に

ついても、より実効性の高い問題解決へとつながるこ

とを期待する。 

 

 4

基本目標３ 男女平等意識を浸透し自立意識を確立

する 

 根強い性別役割分業意識を解消し、不当な社会制

度や慣習を見直していくためにも、人権尊重を基盤

にした男女平等意識の浸透を図り、自立意識を育成

していくことが求められる。そのためには、家庭と

教育機関、地域が一体となって取り組む必要がある。

また、すべての施策の実施や推進体制をより実効性

の高いものにするためにも、男女平等の意識づくり

は、重要な役割を担う。今回は、特に、男性の子育

てや介護への参加と女性の仕事力の向上に向けて、

実践的な提言を試みた。地域での様々な取組が、男

女共同参画へ向けての強力な意識づくりへとつなが

ることを期待する。その際、センターと「まなこ」

は大きな役割を担う。 

 

基本目標４ 男女共同参画計画を推進するための体

制を整備する 

 今後５年間に計画が着実に実施されるかどうかは、

すべて推進体制がうまく機能するかどうかにかかっ

ている。現計画で課題とされた市民会議の常設化を

実現するとともに、全庁一体となって取り組むため

にも、客観的事業評価のシステムを早急に導入し、

「推進会議」と「市民会議」が協働して計画を推進

していくシステムの確立が切に望まれる。 

 また、全市的な課題の解決のためには、センター

を市民と行政のパートナーシップに基づく武蔵野市

の男女共同参画推進の拠点として明確に位置づける

とともに、「まなこ」との連携によって、機能を充実

させていく必要がある。さらに、今回の課題である

ワーク・ライフ・バランスの実現をはじめ地域課題

の解決のためには事業所への働きかけが不可欠であ

る。また市も地域の一事業体として、率先して組織

を男女共同参画の視点から点検していくことが望ま

れる。 

 

以下、第２章では、第二次武蔵野市男女共同参画

計画策定に向けて、それぞれの基本目標の視点から

提言を述べていく。 

 

 

＜用語解説＞ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」

と訳され、国際的にも関心が高まってきている。我が国でも仕

事と家事・育児・介護など生活との両立が問題となっている。

平成19年12月、「官民トップ会議」において「仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」が策定され、官民一体となって取組が

始まった。 
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第２章 それぞれの基本目標による視点からの提言 

 

１．基本目標Ⅰ 男女がともに仕事と家庭、地域生活の調和を図ることのでき

る環境を整備する（ワーク・ライフ・バランスの実現）  
 
武蔵野市の男女共同参画社会の構築に向けた今

回の基本目標のひとつが、「男女がともに仕事と家

庭、地域生活の調和を図ることのできる環境を整

備する（ワーク・ライフ・バランスの実現）」であ

る。この基本目標に関して、ここでは、ワーク・

ライフ・バランスをキーワードに、男女の働き方

の見直し、女性の職業的キャリア発達の促進、男

性の地域活動参加を通したコミュニティや子育て

への関心の向上、企業との関わり合いに関して検

討し、それを通して課題の抽出とそれに対する提

案を試みたい。とりわけ、男性からは遠ざけられ

がちであった子育てを中心とした家事や高齢者介

護に、男性をいかに向き合わせるか、逆に、女性

の家事労働の負担を減らし、その力を職業や地域

活動などの社会の中での能力発揮にいかに展開さ

せるか、また、従来女性の雇用に関しては、企業

と行政の関係が中心になりがちであったが、企業

と市民の関係として展開させるための方策などを

基調に考えたい。 

 
（１）男女がともに担う子育てと介護への

支援   
１）子育て支援の充実 

家事や子育ては、かねてから女性の役割であると

考えられがちである。「平成20年度 武蔵野市男

女共同参画に関する意識調査」（以下「意識調査」

という。）で理想の役割分担を見ると、性別役割分

業を男性の約４分の１が肯定しているが、20歳代

の男性では肯定派は１割に満たず、30・40歳代で

も２割に満たない。また、このような意識は、年

代間の差異よりは男女間の差異のほうで顕著であ

る。その一方で、現実にどのように分担されてい   

 

 

るかは、男女とも、働き方による差異が大きく、

夫婦ともフルタイマー（正社員・非正社員を問わ

ず）の場合男性では50％以上が平等に分担と答え、

女性でも共に正社員の場合は、３分の１以上がそ

のように答えている。 

また、男性が家事に参加しない理由として約４

割の人が「家事は女性の仕事」をあげている。「子

どもの頃から家事をするようにしつけられていな

い」まで含めれば、約７割になる（女性でも約５

割）。そのため、男女がともに子育てを担う環境を

作るには、家庭内での理解、協力はもちろん行政

や企業もその環境整備に関わる必要がある。出生

率が低迷している今、子育てが家庭にとって様々

な側面で負担にならないために、どのような施策

が必要であるのかを考えなければならない。 
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図1 働く女性の仕事継続を阻害する要因 
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① 多様な保育サービスの提供 

働く女性にとっての大きな問題は、妊娠・出産

による就労継続への不安や負担増、保育園の確保 

の難しさが考えられる。意識調査では、女性の仕

事継続の阻害要因としては、保育園や学童保育等

の不備が、第１位となっている（図-１）。女性の

みのデータを詳細に見ると、末子が乳幼児の世帯

では保育園・学童保育の不備が、小学生では育児

休業等に関しての上司や同僚などの無理解が７割

を超え、そして、中学生以上では、看護・介護が

５割を超え、上記の予想を支持している。 

現在、武蔵野市では認可保育園の待機児童数は 

74名（平成20年４月の入所申請者のうち、無認可

も含めてどこへも入所できなかった者の数）であ

る。また、０･１歳児保育に関しては、４つの公立

保育園で運用上の定員変更のため、０歳児の定員

が３名減り１歳児が５名増え、総枠での定員増が

行われているが０歳児に関してみれば、より困難

な状況になったといわざるを得ず、求職中の育児

をしている女性の数を考えるとまだまだ十分とは

いえない。 

なお、平成20年度中に認証保育所が新たに３か

所、21年度に認可保育園が西久保に開設される。 

 

② 安心して子どもを産み育てる環境づくり

ａ）公的な費用負担  妊娠・出産への不安や

第二子以降の出産意欲低下を防ぐための経済的サ 

ポートとして、厚生労働省では、妊婦検診の無料

化が検討されているが、それに先立って妊婦健康

診査の公費負担回数を増やすことの論議も必要で

あると考えられる。杉並区では14回、23区内の多

くは12回の補助が受けられるが、武蔵野市では５

回にすぎない。夫婦にとって産み、育てることが

これ以上負担になることは望ましくない。経済的

サポートが心理的サポートにもつながり、少子化

対策へとつながるものと考えられるので、重要な

検討事項といえよう。 

ｂ）病児・病後児保育 平成20年度の新規事業

として病後児保育室「ラポール」を開設し委託費

として年間800万円弱を計上したことにより、子ど

もの病気＝欠勤という状況の緩和が期待される。

しかし、この点に関しては、病児保育に踏み込ま

ない限り、大きな改善は望めないことも事実であ

り、「ラポール」の利用実績を見ながら早急に検

討すべき課題のひとつとなる。また、同施設の運

用に関しては、病児の体力なども勘案したアクセ

スへの配慮が必要で、「ラポール」の地理的な配
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 計 

乳幼児 6 

16.7% 

23 

63.9% 

17 

47.2% 

19 

52.8% 

28

77.8%

8

22.2%

5

13.9%

7

19.4%

1

2.8%

0 

0.0% 

1

2.8%

36

100.0%

小学生 

 

5 

29.4% 

12 

70.6% 

8 

47.1% 

7 

41.2% 

9

52.9%

3

17.6%

3

17.6%

6

35.3%

0

0.0%

0 

0.0% 

0

0.0%

17

100.0%

中学生

以上 

31 

23.7% 

63 

48.1% 

61 

46.6% 

37 

28.2% 

63

48.1%

36

27.5%

43

32.8%

69

52.7%

6

4.6%

1 

0.8% 

6

4.6%

131

100.0%

子ども

なし 

24 

21.6% 

53 

47.7% 

54 

48.6% 

40 

36.0% 

56

50.5%

26

23.4%

22

19.8%

42

37.8%

6

5.4%

1 

0.9% 

0

0.0%

111

100.0%

合  計 

 

66 

22.4% 

151 

51.2% 

140 

47.5% 

103 

34.9% 

156

52.9%

73

24.7%

73

24.7%

124

42.0%

13

4.4%

2 

0.7% 

7

2.4%

295

100.0%

表１ 末子の年齢別 女性が働き続ける上での障害 



置も考えなければならない。病児保育にせよ病後

児保育にせよ、いつも施設の利用が100％ではあり

得ず、繁閑のギャップが激しいことも、この施策

に関するネックであり、費用対効果の悪さを考え

る時、自治体の財政的支援が継続的に保障される

必要がある9。 

③ 地域を拠点とした“子育て” 

核家族化が進む中、女性が一人で子育てをする

のではなく、家族や地域の支えもなくてはならな

い。特に、女性の社会進出を促進するためにも、

保育者確保のための支援は不可欠である。また、

公的機関のみでなく、地域のもつ力を活かした、

身近な預けあいへの支援とその情報の提供も必要

である。コミュニティにおける子育て支援の仕組

みとして、保育ママ制度*や、ファミリーサポート

事業*があり、武蔵野市には、子育てを支援してほ

しい人（利用会員）と子育てを支援する人（協力

会員）の相互理解と信頼のもとに、地域や家庭の

子育てを支援する会員制の保育サービスを行う民

間団体、特定非営利活動法人保育サービスひまわ

りママと特定非営利活動法人ワーカーズどんぐり

がある。 

 7

ひまわりママの平成19年度登録者は587世帯（市 

 

内登録世帯は447世帯）で延べ利用者数は8,206人

である。武蔵野市の未就学児童のいる世帯4,792

人、また、子育てを支援する協力会員数は181人で

あり、ひまわりママの利用会員は全体の9.3％とな

る。 

図２は、意識調査による、その認知度と利用・

参加意向であるが、利用者は、末子が、小学校入

学前（以下「乳幼児」という）の世帯が17.5％、

小学生が11.1％にすぎず、小学生以上では50％以

上が認知していないことを示している。 また、現

在利用していない人の利用意向は、乳幼児世帯で

は52.2％、小学生世帯でも30.4％に達しており、

その潜在的需要の大きさを示している。また、こ

れらの層の、協力参加意向も23.8％（全体）と小

さくない。          

● 提言  

◇保育園待機児童を解消する。 

◇子育て支援のための保育サービスを行うひまわ

りママ等の活動について広報活動を強化する。 

◇地域での子育てに協力意向のある人々の受け皿

となるファミリーサポートセンターなどの団体

を育成する。 

◇妊産婦の健康維持のための公的支出を拡大する。 

◇病後児保育から病児保育への展開を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2  男女別 保育サービスの認知と利用意向 
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２）介護する家族への支援 
介護保険制度は、介護を必要とする状態になって

も、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができ

るよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みで

ある。しかし、現時点では制度上未完な部分もあり、

また当事者達の意識によって、一般的に家族とりわ

け女性（嫁、妻）が介護の担い手として大きな負担

を負っているのが実情である。平成19年度国民生活

基礎調査によると、主な介護者と要介護者との続き

柄は、同居の家族の場合が60.6%、別居の家族が

10.7%、事業者12.0%で、同居している主な介護者

を性別でみると、女性71.9%、男性28.1%となって

いる。 
以下、その負担を軽減するために有効と思われる

支援策を提言する。 
 
① 相談窓口の機能向上と周知 
多くの場合、介護が必要になるまでは、介護サー

ビスを受けるための手続き等について十分な知識を

もっていない。 

意識調査においても、「家族の介護で不安なこと」

という質問に対して、「介護に必要な知識が少ない」

（全体の）13.3％、「介護サービスについての情報が

少ない」14.9％という結果であった。そのような人々

が駆け込む先は市役所の窓口（高齢者支援課）か在

宅介護支援センターだが、まずそれらの窓口の存在

を周知させなくてはならない。そして、窓口におい

ては介護保険制度の一般的な説明や手続きの案内に

とどまらず、ケアマネジャーとの関わり方の重要性

なども説明しておくことが重要である。 

「介護サービスは、与えられるものではなく、利

用者自らが選ぶものだ」ということを理解していな

いと、先々利用者が苦労することになるので、入口

となる窓口で十分に説明すべきである。また、実際

に介護サービスを利用し始めてから、その内容に不

満を感じた時など、担当のケアマネジャーとの関係

を壊したくないために直接は言いづらいという利用

者が多いという声も耳にする。 

武蔵野市役所には、「サービス相談調整専門員」が

４名おり、そういったクレームや相談に対応し、事

業所への指導なども行っている。これは、他の自治

体に比べて充実した体制であり、その存在をもっと

利用者に広報すべきである。 

② ケアマネジャーの質的向上 
本人とその家族にとって最適な介護サービスを利

用するためには、ケアプランを作成するケアマネジ

ャーの力量が何よりも重要である。ケアマネジャー

は、ⅰ）本人にとってどのようなケアが必要かを見

定め、ⅱ）その家庭の状況（家族構成員それぞれの

役割や位置・立場）を洞察しなければならない。訪

問介護と通所介護のどちらが本人や家族にとってよ

いのか、介護度に応じた利用限度額の中で家族が負

わずに事業者に任せるべきケアなどについて、本人

や家族との面談を通して正しく把握し、プランを作

成しなくてはならない。また、介護保険制度外のサ

ービスについては、市の「日常生活支援サービス」

を紹介し、利用を薦めるといった幅広い知識と視野

も備えていることが期待される。 
武蔵野市では、平成14年11月にケアマネジャー研

修センターを設置するなどケアマネジャーの育成の

ために、様々な研修を実施している。中でも「地区

別ケース検討会」は月１回開催され、市内で活動し

ているケアマネジャーが参加している。そこでは事

例検討やドクターによる症例検討などを通して幅広

い知識の習得や視野の拡大を図っているので、その

継続とともに次の③にあげる役割も果たせるケアマ

＜用語解説＞ 家庭福祉員（保育ママ）：保育士、

看護師等の資格を有し、保育についての技能及び経

験を有する者が、自宅のスペースを用いて保育を必

要とする３歳児未満の乳幼児の保育を行う制度。

ファミリーサポート事業：地域において育児（や介

護）の援助を受けたい人と行いたい人が会員とな

り、育児（や介護）について助け合う会員組織によ

る事業。 
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ネジャーを育成することが望まれる。 

③ 家族に新たな視点を 

介護は女性が担うものだ、という固定観念に縛ら

れ押しつぶされそうになっている嫁、妻、娘をその

呪縛から解放し、「専門家に任せていいんだ」と理解

させる必要がある。また、他の家族にも介護を分担

して、「みんなで看ていく」という体制を作ることも

必要である。 

意識調査において家族の介護の経験を問うと、女

性36.6％、男性33.7％で大きな違いはない。しかし、

「男性が介護に参加するために必要なこと」という

問いに対しては、「介護参加を妨げる社会通念を変え

る」と回答した女性が59.1％もいる。女性はまた「家

族間での介護についての話し合い」を望み、「男性の

参加意識の向上」を求めている。男性の介護休暇や

短時間勤務制度など、企業の意識と制度整備はもち

ろん重要な課題だが、現状の勤務体制においても男

性はもっと介護に関わるべき、関われるはず、そう

いったことを家族と話し合いたい、と思っている女

性が多くいることがうかがわれる。男性の中には自

身の意識、また社内の風潮によって、そういった制

度があるにも関わらず、利用していない者も相当数

いると推測される。 

そのような子どもや孫も含む男性の意識を変え、

さらに、介護を抱え込んでいる女性の意識も変えて

いくことは、非常に難しいことであるが、期限ごと

のケアプラン見直しの面談を重ねる中で、新しい視

点、発想の転換につながる提案をすることをケアマ

ネジャーに期待したい。 
また、何よりも面談に男性陣の同席を求めるべき

である。意識調査のなかで、「男性のための介護講座

の充実」を希望する男性が15.8％もいたが、講座に

足を運ぶまでもなく、ケアマネジャーから指導を受

けることもできるのである。 
②で触れたように、その家庭にしみついた意識

を一度に変えることはできないが、身近なところ

から少しずつ変えていく努力を続けてほしい。 
 

④ 地域でのサポート 
意識調査の中で、「社会参加」について質問したと

ころ、今後力点をおきたい活動として「高齢者等の

ためのボランティア活動」をあげた人が、１位から

３位まで合計すると106名もいた。これは、回答者の

19％を占めており、このマンパワーを有効に生かす

ための仕組みづくりはぜひ行わなければならない。 

現在は「ボランティアセンター武蔵野」が窓口に

なって、ボランティアの募集と派遣を行っている。

今後は、介護保険等でまかなえない部分を補うため 
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のインフォーマルなサービスとしてのボランティ

ア活用をさらに促進していくべきである。そのため

には、利用者のニーズに合う内容のボランティア活

動（養成）の実施が必要である。 
● 提言  

◇地域でのサポート（ボランティア活動）の利用促

進のために、ケアマネジャーとボランティアセン

ターとのさらなる連携を図る。 

◇視野の広いケアマネジャーの育成のために様々な

研修を充実する。 

◇「サービス相談調整専門員」の広報を促進する。 
 
 

図3 性別 男性が介護に参加するために必要なこと 
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３）男性の育児・介護への参加   

意識調査によると、男性が家事にあまり参加して

いない理由として、勤務時間が長く家にいる時間が

少ない（62.8％）、仕事が忙しく疲れるから（40.5％）、

家事は女性の仕事であると考えているから（40.3％）、

子どもの時から家事をしつけられてないから

(37.4％)などが上位を占めている。 

また、父親が子育てにもっと関わるためには、何

が有効だと思うかという問に対する、子育て世代で

ある20歳代および30歳代では「職場で父親が育児休

業・育児時間を積極的に取得できるような制度を導

入する」、「社会全般に父親が子育てに関わるのはあ

たりまえという風潮をつくる」など、社会全体の問

題として捉えるものが多く、同時に、企業への期待

感の強さ・視線の厳しさもうかがわせている。その

年代について男女別にみると、女性では、「社会全般

に父親が子育てに関わるのはあたりまえという風潮

をつくる」が70％を超えているのが特徴的である。 

仕事と生活に対する心理的充足感に支えられた極

めて健全な社会を実現するためにも、男性が家事・

育児へなかなか参加できず、一方、女性は社会で十

分能力を発揮できないでいる現状を改善することは

極めて重要といえよう。 

男性には、「自分も一緒に家事・育児を楽しもう」

という気持ちで、常に２人で協力しあう意識と行動

が必要である。また女性には、家事・育児は「完璧

でなくともよい」との意識転換が必要となる。パー

トナーと２人で絶えず話し合い、協力し合い、協働

することが欠かせない。女性のライフキャリア形成

と労働力率向上、さらには出生率向上の観点からも、

様々な環境が許すのであれば、育児をしながらも仕

事を中断することなく継続することが望ましいとい

える。 

内閣府の調査(2008)によると、約60％の男性が「ワ

ーク・ライフ・バランスの名前や内容も知らない」

という現実がある。2005年の内閣府の調査によれば、

男性の１日の家事・育児時間は、15分未満が40.4％、

15～30分未満が21.9％、30～60分未満が16.1％とな

っており、とても十分とはいえない。ワーク・ライ

フ・バランスや男女共同参画という規範意識を醸成

するうえで、男性の家事・育児への参加は必須のも

のである。女性のために男性が手伝うのではなく、

自ら主体性をもって家事・育児に参加することは、

男性自身のためになる。また、男性が自分の身の回

りのことができるよう自立支援をし、自然に家事・

育児に参加できるようになることは、家族全体の幸

せにつながるものと考える。 

● 提言 

◇ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発セミナー

を開催する。 

◇男性の育児・介護への参加のためのワークショッ  

プを開催する。 

 

 

（２）女性の就労とチャレンジ支援 
少子化の進展や急速な高齢化に伴う労働人口の減

少、さらには労働者の価値観やライフスタイルの多

様化などにより、わが国の雇用環境は大きく変化し

ている。このような変化に対応し、活力ある社会を

築いていくためには、男女が共に家庭生活との調和

を図りながら、充実した職業生活を送ることができ

る環境の整備が必要である。 
女性の就業に関しては、結婚、出産、育児、介護

などのライフステージごとの生活課題との調整の上

に成り立ってきた。なかでも、育児は仕事との両立

が難しいライフイベントである。日本においては今

日でも多くの女性が出産・育児を契機に退職する一

方で、仕事を継続しようとする女性の未婚化・晩婚

化が進んでいる。多くの勤労女性が、出産・育児か

勤務継続かという二者択一を迫られているのが現状

である。 
また、女性が子育てが一段落したあとで再就職し

ようとしても現実の壁は厚い。能力の高い女性ほど

そのように感じている。これを脱却するためには「仕

事も育児も」という選択肢を一般化するする必要が

ある。そのために、仕事と育児と両立できる雇用環
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境や職場環境の整備は当然のこととして、地域社会

での保育施設の充実や育児支援などが急務の課題と

なっている。 

女性の「出産・育児・就業」に関しては、以下の

３つのパターンが考えられる。 
A．育児休暇後に職場復帰をして仕事を継続する 
B．出産によって離職し、子育て後に再就職する 
C．出産によって離職し、子育て後に起業する 
１）国の法制と企業の制度整備 
女性が働きやすい労働環境の整備、キャリア形成

が可能な環境づくりに向け、国、企業、自治体は、

様々な施策を打ち出しはじめている。 
法制の面から見れば、育児・介護休業法は、３歳

未満の子を養育する労働者を対象に、短時間勤務制

度、フレックスタイム制、始業・終業時間の変更、

所定外労働の免除、託児施設の設置運営のうちいず

れかの措置を講ずることとしている。 

企業の人事制度の整備の面から見ると、フレック

スタイムは64％、育児短時間勤務制度は59％、生活

を配慮した配置転換は51％の企業がすでに導入して

いるが、再雇用制度は28％、在宅勤務制度において

はわずか８％の企業しか導入していないのが現状で

ある6。人事制度面ではまだ十分とはいえないまでも、

一部の先進企業をモデルとして、後で見るファミリ

ー・フレンドリーも含め、ようやく仕事と育児の両

立支援施策が整備されはじめてきている。 

 

２）起業支援 

仕事と育児との両立の困難さから退職せざるをえ

なかった女性たちが、再度働く場合、被雇用ではな

く、自らが起業することも考えられる。総務省の就

業構造基本調査(2002)によれば、女性起業希望者は、

30～34歳で87％、35～39歳の女性の80％が自営業を

希望している。その一方で、営利目的だけでなく、

個人の能力の発揮などの生きがい感の充足や社会参

加・貢献、営利追及の前段としてのキャリアアップ

のためにＮＰＯ法人の立ち上げを模索する人たちも

いる。 

意識調査では、「自ら収入を得る企業活動を地域

でしたいか」という問に、「専門家の助言・手助け

があればやってみたい」13.4％、「公的機関の指導や

助言などがあればやってみたい」8.2％、「積極的に

やってみたい」7.1と答えており、起業への意欲があ

る人は、すでにやっている人も含めて４割近くに達

している。 

女性の20歳代、30歳代、40歳代に絞り見ていくと、

全体に比して「専門家の助言・手助けがあればやっ

てみたい」19.5％、「公的機関の指導や助言などがあ

ればやってみたい」11.3％などが多いのが、顕著な

傾向といえよう。職業別では、統計的に有意な差異

を見出せないが、パートタイマーで「積極的にやっ

てみたい」13.6%が多く、全体の約2.5倍である。パ

ートタイマーを、他の相対的に回答者の多い専門

職・自由業、事務系従業者、専業主婦と比較すると、

専門家の支援や公的機関の指導や助言への期待が低

く、他者への依存傾向が低いように思える。年代別

に見ていくと特に目に付くのは、「すでに起業をやっ

ている」が年齢の上昇と並行して増えることや、若

年者で「専門家の助言・手助けがあればやってみた

い」が多い傾向にある。  
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図4 女性が地域で起業したい理由 
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ここで重要なことは、様々な支援（指導・助言・

金銭的な支援）があればやりたいということであり、

そこに徳島市商工労政課の「AWAおんなあきんど塾」

*や広島市中小企業支援センターの「女性企業家サポ

ート事業」のようなメンター的なボランティア（起

業を望む人への助言などを行う）の活動の余地が大き

い。 

起業したい理由（二つ選択）についてみると、「人

の役に立ち、収入が得られる」43.1％、「生きがい

になりそう」38.8％、「家事・育児・介護等がしや

すい」21.3％、「知識・経験を十分生かせる」19.7％

の順になっている。ここでも、女性の20歳代、30歳

代、40歳代に絞り検討した。全体的には、全サンプ

ルと大きな差異は見られないが、「家事・育児・介

護等がしやすい」が全サンプルに比して16％高い点

が特徴的であり、家事が女性の意識の上で、大きな

役割を演じていることが分かる。年代別に見ると、

40歳代は家事との両立や他者の役に立ちながらとい

う他者志向の傾向が強く、20歳代は、生きがいや、

知識・経験の活用など、関心の高さを示している。

これらの結果は、次で見るように、この層に対する

何らかの起業支援策やＮＰＯなどの市民活動団体へ

の積極的な参加支援策が求められていることを示し

ているといえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 提言 
出産によって離職し、子育て後に再就職する女性 

 

のために、下記事業を開催する。 

◇再就職支援セミナー 

（再就職準備、労働市場、就職活動の実際、情報

の集め方、履歴書・職務経歴書の書き方、面接で

の自己ＰＲ法、資格取得とスキルアップなど） 

◇キャリアデザインセミナー 

◇ライフキャリアカウンセリング 

また、出産によって離職し、子育て後に起業する

女性のためには、以下の３点を提案したい。 

◇様々な市民活動団体の情報提供 

◇起業相談コーナーの開設 

◇インキュベーションセンター(事業を志す人に、事業

開始から成長へ向けて種々の支援を行う施設)の創設 

 
（３）男性の地域参加の促進 
 ここでは男性の育児参加促進の方策として、地域

活動への参加を通した育児を考えてみたい。働く男

性の場合、長時間労働ゆえに育児や家事への参加機

会が物理的にない場合も多いことは、意識調査の結

果だけでなく総務省や厚生労働省の統計で如実に示

されている。しかし、その一方で、時間的ゆとりは

あるのに、もしくは時間を作り出せるのに子育てに

関与しない男性も少なくない。 
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＜用語解説＞ ｢ＡＷＡおんなあきんど塾」：起・企業家

を支援していく『メンタ－』の存在を身近なものにする

など、徳島のまち全体で女性起・企業家を育てる風土づ

くりに取り組む活動の核となっている機関。“女性起業

家が育つまちへ”ということで、女性の起業意識拡大の

ためのシンポジウム・女性起業家育成セミナー・ビジネ

スメッセなどの開催や、機関誌発行を行う。  

（「ＡＷＡおんなあきんど塾」ホームページから編集）

図5 父親が子育てに参加しない理由 
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後者に関しては、女性の仕事と決め付けている人

が多いことや、育児のしかた、とりわけ乳幼児の扱

い方が分からない、また、子どもとの交流のきっか

けが見出せないなどを理由としているものも少なく

ない9。 
１）各種講座や「まなこ」などを通じた情報提供・

啓発活動の強化 
武蔵野市は、後で見るように、男女共同参画に関

する情報誌「まなこ」（年４回発行。市役所、市政セ

ンター、図書館、各コミュニティセンター、市内の医

療機関、美理容院、大型店舗、金融機関、公衆浴場な

どで配布）を発行し、男女共同参画に関する活動に

ついても広報している。同誌は、市民に委託した編

集（編集委員は女性だけ）であり、レポーターに男

性も起用するなど、女性向けのという色彩を緩めつ

つある。 
男女共同参画に関する意識調査の結果では、女性

のほうが認知率が高く、また、年齢と共に認知率が

高まることを示している。内容まで知っているのは

全体の７分の１弱（男性では12分の１）であり、男

女とも過半数は知らないことを示し、特に、20歳代

では、内容まで知っている人がほとんどいないこと

を示している。 
● 提言  

◇様々な講座や活動の広報には、「まなこ」だけでは

不十分であり、市報や市のＨＰなどとの連携を模

索する。また、男性が接触しやすい鉄道の駅周辺

での配布も視野に検討する。 

 
２）地域活動への参加機会や場の提供 
 父親と子どもの接点作りのひとつとして、親子で

参加する公的・非公的な地域活動をあげることがで

きる。その中には、コミュニティの神社などの祭り

のようなものもあれば、子ども会活動や地域社協の

催し物、そして、より積極的に自治体が父親と子ど

もの接点作り（例えば、親子で遊ぼう・・・教室）

をしようとするものもある。 
 武蔵野市の父親が子育てに参加する準備セミナー

や啓発活動を見ると、市子ども家庭課が主催するミ

ニミニジャンボリー（野外体験で父親の参加が多い）、

フォトコンテスト、コミセン親子ひろば、また０１

２３吉祥寺・はらっぱでは、つどい事業（講座等を

行うもの）やひろば事業などを行っている。ひろば

事業に関しては、土・日曜日開館で父親と子どもの

姿をよく見ることができ、平日でも１～２組は見か

けるとのことである。また、年齢別の、０歳ひろば、

１歳ひろば、２～３歳の各ひろばで年２～３回お父

さんだけの日を設けて実施し、そのうち１回は講師

によるセミナーを実施している。また、０１２３は

らっぱでは、過去に「お父さんのためのパワーアッ

プ講座」（親子遊び・子育てについてのディスカッシ

ョン）を開催した（平成18年度：参加者29組）。な

お、父親の子育て参加のプログラムは意識して増や

しているとのことである。 
しかし、これらの事業は、拠点になる２施設の位

置ゆえに、西部地域（境・境南町・桜堤）の利用者

は著しく少ない。また、市内の未就学児童をもつ世

帯数が、世帯主が20歳から49歳の世帯では4,576に
上るのに対して、この利用状況は、決して高いとは

いえない。この種の活動の広報と周知の必要性を示

すものともいえよう。 
● 提言 

◇父親が子どもと接する機会を作る事業に関して、

早急に、乳幼児や未就学児童を抱えた家庭内にお

いて、それらの広報・周知も含めて十分か否かを

夫婦両方を対象に調査を実施する。 

◇西部地域への０１２３活動拠点の設置を行う。 

 
（４）企業の地域貢献の推進  

 企業が男女共同参画社会に向けて社会貢献してい

く方向は、基本的には男女ともにワーク・ライフ・

バランスを十全に達成できるようにするための施策

と運営を行うということに尽きる。そのためには、

働く人々が労働基準法にある最低限の生活を行うに 

値する労働時間（上限週40時間）を遵守することや、 
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ファミリー・フレンドリー（仕事と育児・介護とが

両立できるような様々な制度をもち、多様でかつ柔

軟な働き方を労働者が選択できるような取組。以下

「ＦＦ」という。）を志向し、働く女性が出産・育児

をしてもなお、充分に職業的キャリアを継続してい

くことが可能となるよう支援していく必要がある。 

１）地域企業に対する啓発と取組みへの働きかけ 
企業に子育て支援を中心としたワーク・ライフ・

バランス施策の充実を促すためには、そのような取

組に熱心な企業に対して、自治体が入札時のポイン

トに加算する（会津若松市、上田市、上越市、広島

市など）、融資に配慮する（新宿区、横浜市など）、

育児休業基本給付金の上乗せ助成や育児介護休業者

の職場復帰に向けた支援活動を行う企業に奨励金を

出す（千代田区）など、企業と自治体との間で、か

なり経済的に強い刺激を与える例が見られる。また、

啓発活動への資金援助・コンサルタント派遣などの

例や、キャンペーン週間を設定し、企業に対して定

時退社や早めの退社を呼びかける（埼玉県）等の試

みも行われている。武蔵野市では、行政による企業

へのそのような働きかけは今のところない。 

 

２）ファミリー・フレンドリー企業の表彰と評価制度 
厚生労働省では、平成11年度から「ファミリー・

フレンドリー企業表彰」を実施しており（平成19年

度からは、「均等推進企業表彰」と統合し、「均等・

両立推進企業表彰」として実施）、女性が働き続け 

 

やすい優れた職場づくりへの取組や成果を評価し広

く国民に周知している。 

自治体レベルでも、子育て支援企業表彰（高松市、 

名古屋市等）や男女共同参画推進事業者表彰（郡山

市、会津若松市等）などの企業表彰の事例がある。

いずれも、優良企業を表彰するとともに、事業所の

積極的取組を市民に周知することを通じて、市民意

識の高揚を図ることを目的としている。 
 １）２）ではいずれも、企業と行政の関係がメイ 
ンであり、市民が直接、ワーク・ライフ・バランス

施策の実施状況やＦＦ企業であるか否かチェックし

ているわけではない。企業にとって最終的な顧客で

ある市民の声を無視することはできない。今後は、

市民がワーク・ライフ・バランス施策の実施状況や

ＦＦ企業であるか否かというフィルターを通して、

その企業をいかに評価するかを明示する必要がある。 
● 提言 

◇今後３年間の目標として、1）企業のこれらの施策

に市民がどのように関心をもち、2）勤務先の選択

の際に考慮するか、3）それら施策への取組みが熱

心な企業の製品やサービスを積極的に購入したい

かなどを、実証的に把握し、4）その結果を企業に

広く広報（フィードバック）する。 

◇企業の実際の取組を市民に積極的に紹介するだけ

でなく、それら企業への勤務者や利用者の声を基

にした企業評価や表彰・広報制度などを検討し、

部分的にせよパイロットプランを動かす。 
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格差が広がる中、低所得者層の増大など社会の

不平等化が深刻な社会問題を生んでいる。調査に

よると、母子家庭の年収は平均212万円で、父子家

庭の54％にしか及ばず、一般世帯との比較に及ん

では36％と厳しい状況にある（厚生労働省「全国

母子世帯等調査」平成15年）。一方、高齢、障がい、

民族の違い、学歴、収入の多寡等による差別や困

難を抱えて孤立している家庭においても、自らが

様々な行政施策や民間サービスを選択し、使いこ

なしているとは言い難く、孤立に一層拍車がかか

っている。本人や家族が誰かに相談をすれば、そ

こから支援の輪が広がるような地域社会を目指す

ために、相談体制を点検、整備することは重要な

課題であるといえよう。 

 この項では、人権尊重の観点から、女性のエン

パワーメント（力をつけること）を支援するため

の相談体制の整備、及び男女が生涯を通じて健康

で自立した生き方を選択できる健康管理システム

の確立に向けて提言する。 

 

（１） 女性の人権を守る相談体制の強化 

１）各種相談事業の整備と総合相談体制の整備 

女性が人生を送るにあたっては、結婚、仕事、

家庭生活、家計、出産、子ども、健康、介護、地

域生活など様々な局面で様々な悩みを抱えるこ

とが少なくない。 

意識調査の結果（問21）によると、問題を抱え

たときの相談先としては、「友人、知人」が63.1％、

「家族、親戚」が52.1％と圧倒的に多く、他方、

市の相談機関というのは8.5％であり、民間の相談

機関及び都の相談機関をあわせると17％でしかな

い。自分の問題を相談機関とはいえ、見ず知らず

の人に相談するには、よほど問題が深刻化しない

限り難しいと思われる。 

意識調査では、「誰にも相談しない」が8.8%、 

 

図1 意識調査 問21家庭や夫婦関係、生き方などの相談先 
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「どこに相談していいかわからない」が3.0％とあ

るように、「友人、知人」や「家族、親戚」にさえ

相談しないという回答も見られる。 

ところで、相談者が相談に求める理由には、次

の３つの類型と考えられる。 

 ①単に自分の悩みを一方的に聞いてもらいたい。 

 ②悩みの内容について他人の意見を聞きたい。 

 ③悩みに対処するためのアドバイスを受けたい。 

 

①、②の類型の場合には、「友人、知人」や「家

族、親戚」によってもその相談ニーズは十分に満

たされるが、③の類型の場合には、「友人、知人」

や「家族、親戚」が必ずしも必要な知識経験に基

づいた的確なアドバイスをすることができるとは

限らない。 

一方、市の相談事業として様々な窓口が設けら

れているが、自分の現状に合った相談事業（窓口）

を探す場合の糸口も非常に分かりにくいのが現状

である。市ホームページにおいて、キーワード「相

談」で検索すると、最上位に表示されるのは「１． 

 



表１    市HPで「相談」と検索した結果 
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市の相談 武蔵野市」で、これをクリックすると次

のような結果となる。市報にも市の相談窓口の一 

 

覧があるが、こちらもホームページと同様の内容 
その他 

となっている。このような現状の中、ある女性が

適切に自らに必要な相談窓口を選択することがで

きるであろうか。 

 例えばＤＶ（ドメスティック・バイオレンス。

以下｢ＤＶ｣という。）相談のケースを考えてみよう。

個々の状況によって多岐にわたる相談ニーズが想

定されるが、ここでは、夫から暴力を受け、着の

身着のまま子どもをおいて家を飛び出そうと追

いつめられている事例における被害者女性の相

談ニーズを図式化してみた（図３）。 

夫が逆上して見つかったら何をされるか分から

ない、すでに何度も生命に危険を感じるような暴

力を受けているような場合、第一に生命身体の安

全についての相談が必要である。 

次に、当面の生活基盤についての相談が必要と

なる。住む場所の確保、生活費のこと、仕事のこ

と、病院の医療費のことなどが挙げられよう。 

次に、子どもについての相談が必要となる。 

 子どもを連れてきたいが一緒に生活できるの

か、学校の手続きはどうすればいいのか、学校に

夫が来たらどうすればいいのか、等々。 

また、法的な対応についての相談が必要となる。 

夫が近寄らないようにしたい、離婚したい、夫か

ら財産的な賠償を受けたい、親権・監護権を確保

したい、養育費を支払ってもらいたい、等々。 

このような相談ニーズに対して、市には、「市民 

 

  結婚相談  

   花と緑の相談  

ボランティア相談 

外国人多言語相談  

   外国人・専門家相談  

   野外活動  

・市民相談 

・法律相談 

・障害者法律相談（身体に障害のある方のための法律相談） 

・人権身の上相談 

・行政相談 

・交通事故相談 

・年金・社会保険・労務相談 

・税務相談 

・家庭のもめごと相談 

・子ども 

・教育についての相談 

・福祉 

・公益通報者保護制度について 

・ひきこもり相談 

・こころの健康相談    （平成20年9月4日検索） 

図２ 武蔵野市報抜粋(平成20年10月1日号) 

 夫からの暴力 により 子どもをおいて  着の身着のまま家を飛び出そう と追い詰められている事例 

身の安全を確保 

するには？ 

「市民相談」？ 

「人権身の上相談」？ 

「家庭のもめごと相談」？ 

離婚や財産賠償 

確保するには？ 親権や監護権を 

確保したいが？ 
養育費の 

支払いは？

「市民相談」？ 

「法律相談」？ 

「家庭のもめごと相談」？

子どもを連れて 

行きたいが？ 学校に夫が 
来ないように
するには？

学校の 

手続きは？ 

「市民相談」？ 

「子ども」の相談？ 

「教育」の相談？ 

住居の 

確保は？ 
生活費は？ 仕事は？ 

「市民相談」？ 

「人権身の上相談」？
「福祉」の相談？ 

病院の 

医療費は？ 

図３ ＤⅤ相談における被害女性のニーズ 



相談」、「人権身の上相談」、「家庭のもめごと相

談」など様々な窓口が設けられているものの、一

体どの窓口が自分の相談に対応してくれるのかが

非常に分かりにくい。自らの悩みを見ず知らずの

第三者に相談するというのは、大変勇気がいるこ

とであるのに、「自分の相談がその窓口で受け付

けてもらえなかったらどうしよう」という心理的

負担を与えかねない現状は決して好ましいもので

はない。 
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● 提言 

◇現在の相談事業のラインナップを精査し、市民

に分かりやすいものとするために窓口の数及び

名称の整理をすべきである。特に、ＤＶに関し

ては、ＤＶホットラインなどの分かりやすい形

で示す。 

◇どこに相談したらよいか分からない女性のため

の総合相談窓口を設置し、相談者を適切な窓口

に誘導する人材を配置することが必要である。 

◇インターネットや広報その他の媒体による相談

窓口の周知化を図る。 

 

２) コーディネート機能の充実 

 例えば、ＤＶ事案でよく見受けられる、夫から

暴力を受け、着の身着のまま、子どもをおいて家

を飛び出そうと追いつめられている事例の場合、

まず第一次的な相談窓口というのは警察（生活安

全課）である。女性のための総合相談窓口にこの

ような被害者が相談をしてきた場合には、その受

付窓口は、まず婦人相談員のいる相談窓口にその

事案をつないで、すぐに警察と連携をとらなけれ

ばならない。 

 また、緊急に弁護士介入が必要な場合には、通

常の法律相談を予約するのではなく、すぐに弁護

士会ないしは弁護士事務所に連絡して、相談が受

けられるような体制を構築しておく必要がある。 

 なお、市役所内部においても、当座の生活場所

（シェルター等）、生活保護、医療、子どもの学校、

社会保険等について各担当との連携が必要となる

が、この内部の調整については、担当者によると

極めて上手く連携がとれているとのことである。

より一層の充実が求められる。 

● 提言 

◇現在の市役所内の相談事業のみでは、問題の解

決が難しい場合に外部の機関と連携して問題解

決にあたることができるように、日頃からネッ

トワークを構築する。 

◇いざというときに相互に連携することができる

ような処理スキームを確立しておく。 

 

（２）あらゆる暴力の防止（ＤＶ対策など） 

１) 被害者支援の体制確立 

警視庁に寄せられたＤＶに関する相談件数

は平成14年度の904件から平成18年は1,873件

と倍増している。また、内閣府「男女間におけ

る暴力に関する調査」（平成17年）によると、

結婚歴がある人のうち「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」のＤＶ行為を何回も受けた

ことのある女性は10.6％（男性では2.6％）、そ

れらの行為を一度でも受けたことのある女性

は33.2％、３人に１人が被害者というデータが

示されている。 

今回の意識調査（問20）では「自分が被害を

受けたことがある」と答えた女性が9.1％、さ

らに「被害に遭っている人を知っている」と答

えた20.4％を含めると、30％近い女性がＤＶを

他人事ではないと捉えている。また、市には年

間40件前後のＤＶ相談が入っており、深刻な事

態を受けて、平成19年度は相談員１名増、20年

度から新たに係長職を配置して対応している。

一方、平成13年に制定された配偶者暴力防止法

（ＤＶ防止法）*は、平成19年の改正により、

基本計画の策定および配偶者暴力相談支援セ

ンターの機能遂行を市町村の努力義務として明

記した。こうした背景を踏まえ、市民の安心・

安全を保障する体制を確立し、市民に明示する

ことが急務である。 
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(1)で述べたように、市報や市ホームページ 

では各種市民相談の窓口が一覧で示されてい

るが、今後は「ＤＶ相談」窓口を明記し、緊急

の場合や相談することに不安を覚えている被

害者に対し、速やかに対応できることを知らせ

る必要がある。 

意識調査（問22）において「暴力の対策に必要

な市の事業」として、最も多かったのは「相談窓

口増設など相談しやすい条件整備」（59.2％）であ

り、夜間や休日の対応、相談しやすい場所や方法

など早急に整備していく必要がある。また、同調

査では、女性回答者の49.7％が「被害者に対する

自立支援」を望んでおり、生活や育児の不安を解

決していく仕組みについて、分かりやすい情報提

供がなされなければならない。また、従来から配

布されているパンフレット、リーフレット等が活

用されやすい内容か、市民の手に取りやすい状況

にあるか等精査し、より効果的な方法をとること

が必要である。 

図４意識調査 問20 配偶者間での暴力について見聞きした経験
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緊急保護を求めてきた被害者や子どもに対して、 

関係機関は連携して迅速かつ専門的な対応を行う 

一方、加害者の追及や迫害を許さない危機管理な 

ど組織的対応が重要となる。担当者の熱意や経験、 

異動などで支援が左右されることなく、支援者 

の安全も確保されるよう、常に協力体制がスム 

ーズにとれるネットワークシステムの確立が

望まれる。 

ＤＶは複雑な問題が絡み合って発生するため、

経験や前例にのっとっただけの画一的な対応では

解決が困難である。状況を冷静に判断し、被害者

の意思を尊重した上で、ネットワークを活用した

適切な支援を行う手引きとしてマニュアルが重要

になる。マニュアルは、適宜更新され、先述した

ネットワーク機関間の研修、情報交換でも活用さ

されることが望まれる。 

＜用語解説＞「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（配偶者暴力防止法）」：平成13年制定：

都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」設置。「保護

命令」で被害者の保護。3年ごとの見直し。平成19年改

定：生命、身体に対する脅迫を受けた場合も保護命令申

し立てが可能。接近禁止令と併せて「面会の要求」「無言

や連続しての電話、メール」などの禁止命令や被害者の

親族に対しても接近禁止令の発令可能。都道府県にのみ

義務付けだった基本計画策定および適切な施設において

配偶者暴力相談支援センターとしての機能遂行が市町村

の努力義務となる。 

図５ 意識調査問22配偶者間での暴力の対策や防止のために必要な事業
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全　　体（N=546）

女　　性（n=328）

男　　性（n=202）

相談窓口を増やすなど相談しやすい条
件整備をする

被害者を一時的に保護する施設（シェ
ルター）を増やす

被害者に対する自立支援（子どもの教
育、住宅の確保、就労支援など）を行う

被害者支援に携わるもの（警察、医
師、相談機関職員など）の意識向上を
図る

加害者に対する再発防止教育を行う

無回答

被害者支援活動（シェルターや自助グ
ループの運営など）を実施している民
間機関を支援する

わからない

青少年に対する暴力防止教育を行う

被害の実態や被害者の支援策を市民
に広く知らせる

その他

全　　体（N=546）

女　　性（n=328）

男　　性（n=202）

テレビ・新聞・本・雑誌など、メディアを
通してなら知っている

人づてに聞いたことがある

被害にあっている人を知っている

自分が直接に被害を受けたことがある

ドメスティック･バイオレンスという言葉
自体を知らない

無回答

見聞きしたことはない

その他



表２「どんな行動が暴力にあたるのか」の意識の比較

(%) 

行動の種別 

 意識調査（問22）では、回答者の３割以上が

「被害者支援に携わる者の意識の向上」が必要

と答えている。長い間、支配と服従の関係に置

かれ、経済力もない被害者に対して「あなたに

も非があったのでは」「どうしてもっと早く逃

げなかったのか」等の言葉は二次的被害を生じ

させることとなる。さらに子どもへの心理的ケ

ア、加害者の更生など、ＤＶ被害者支援には専

門的な知識が必要となる。直接の担当だけでな

く、組織全体で国や都、民間団体等の研修に積

極的に参加し、支援に還元する姿勢が求められ

る。 

どんな場合 
でも暴力に 
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● 提言 

◇市民に対して分かりやすい支援を示す。 

◇支援に関わる機関のネットワークを構築する。 

◇関係機関が共通認識と理解をもって対応できる

よう、簡潔なマニュアルを作成し、有効に活用

する。  

◇被害者の人権を尊重した支援を行なうため、支

援者の質の向上を高める。 

                                      

２) 暴力防止の意識啓発 

男女を問わず、強者が弱者に対して振るう暴

力は、個人の尊厳を著しく傷つける重大な人権

侵害である。暴力対策の基本は、ひとりひとり

の尊厳が守られる健全な社会を創造すること

で、そのためには、暴力行為そのものを正しく

認識し、暴力が起こる構造を理解することから

始めなければならない。意識調査（問19）によ

ると、“交友関係を細かく監視する”“「誰のお

かげで生活できるんだ」「甲斐性なし」と言う”

“何を言っても無視する”行為を「暴力にはあ

たらない」と回答した人の割合は、先に実施さ

れた内閣府（前掲）やインターネット都政モニ

ターアンケート「配偶者暴力」（平成20年３月）

より低い結果であり、看過できないと捉えてい

る市民の意識が伺われる。しかしながら、これ 

らの行為を「どんな場合も暴力にあたると思

 

 

 

う」と回答した男女差は大きく、暴力について

の基本的な理解を深める啓発の必要性が痛感

される。 

性犯罪被害者の低年齢化が進む一方、いわゆ

る「デートＤＶ」（婚姻関係にない男女間での体、言葉、

態度による暴力）が顕在化してきており、子ども

たちに対する暴力防止教育はまったなしの状

況である。武蔵野市の児童、生徒についての暴

力に関する調査は行われておらず、現在のとこ

ろ実態や意識を示すデータはない。横浜、神戸

両市において若者を対象として実施した男女

間の暴力に関する調査1 2によると、横浜では高

校、大学に通う女性で交際経験がある者の４割、

＜ＤＶ暴力の形態例＞ 

身体的暴力…なぐる、ける、首をしめる、髪をひっぱる、腕をね

じる、引きずりまわす、物をなげつける など 

精神的暴力…大声でどなる、実家や友人とつきあうのを制限した

り電話や手紙を細かくチェックしたりする、何を言っても無視し

て口をきかない、人前でバカにしたり命令するような口調でもの

を言ったりする、大切にしている物を壊したり捨てたりする、生

活費を渡さない など            

性的暴力…見たくないのにポルノビデオや雑誌を見せる、いやが

っているのに性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力し

ない など 
 
※「配偶者からの暴力で悩んでいませんか」 

東京都生活文化スポーツ局都民生活部男女平等参画室 資料より 

調査等の
区分 

あたる 

暴力には 
あたらない

内閣府 ※1 37.6 16.2

東京都 ※2 36.3 11.4交友関係などを 
細かく監視する 

男性49.5 
武蔵野市 ※3 6.2

女性56.1 

45.6 12.5内閣府 ※1

東京都 ※2 55.2 7.3「誰のおかげで 
生活しているんだ」 

など言う 
武蔵野市 ※3

男性  53 

女性62.8 
4.8

内閣府 ※1 41.2 15.1

東京都 ※2 39.3 12何を言っても 
無視する 

武蔵野市 ※3
男性42.1 

女性54.3 
7.5

※1…男女間における暴力に関する調査 報告書 (内閣府 平成17年) 
※2…インターネット都政モニターアンケート“配偶者暴力”(東京都 平成20年) 
※3…武蔵野市男女共同参画に関する意識調査 ( 平成20年)  



神戸では３分の１にあたる高校生が「デートＤ

Ｖ」被害を経験している。“何を言っても無視

する”“大声で怒鳴る”“交友関係を監視し、制

限する”行為を「暴力だと思う」の回答は２～

３割程度で、身体的暴力等に比べ、暴力である

という認識が低いというデータ（神戸市）が出

ており、これは先の内閣府、都、市のデータ比

較による成人の意識より低く、若年層の危うい

状況が伺える。また、横浜市では、半数に近い

教職員が「デートＤＶ」予防啓発の適切な時期

は「中学生以下」と回答している。さらに、暴

力予防啓発のワークショップの実施前後では

暴力に対する考え方や対処についての変化が

見られたという報告もあり、注目に値する。 
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武蔵野市においても、男女が互いを尊重し、

平等な関係を築いていくための動機づけとな

るプログラムを教育現場でどのように取り入

れるか検討し、実施に踏み出してほしい。むさ

しのヒューマン・ネットワークセンターにおい

てもデートＤＶのワークショップが開催され

ており、こうした取組を参考に、専門的な訓練

を積んだ民間団体、心理や医療の専門家などと

教員が協力し、子どもたちが「知ることができ

てよかった」と実感できる啓発活動が望まれる。

このような教育現場での取組は児童、生徒を通

して保護者の意識変革にもつながることであ

り、重要な課題である。 

● 提言 

◇ＤＶ行為の基礎的知識や防止、対応について、

啓発を充実する。市民と行政が一体となった

新たなキャンペーンなど取組を強化する。 

◇教育現場における「デートＤＶ」防止プログ

ラムを導入する。 

◇若者向けパンフレットを作成し活用する。 

 

 

 

 

 

 

（３）生涯を通じた男女の健康支援  

 男女がお互いの性を尊重しあうためには、正し

い情報の提供が不可欠である。にもかかわらず、

性に関する充分な情報は、なかなか得がたいとい

う状況がある。また医療に関しても、性差の視点

を導入することによって、生涯にわたる心身の健

康づくりのあり方が変わってくる。このように性

差に敏感な医療のあり方、健康づくりの大切さを 
認識し、環境整備、広報をはかることが必要と思

われる。 

１） 乳がん検診 

乳がんは、生活様式、食生活の欧米化に伴って

増加傾向にあり、壮年期（30歳-64歳）の女性の死

亡原因のトップである。罹患率は、5.1%であり、

女性の20人に１人が乳がんになる計算となる(図

６）。年間１万人のひとが命を落とすがんであるが、

早期発見に努めることによって、死亡率を下げる

ことができる。 

武蔵野市では、満40歳以上の女性を対象に、(社)

武蔵野市医師会（26の医療機関）および（財）武

蔵野健康開発事業団に委託し、平成17年から、偶

数年齢の歳には、1,000円の自己負担金（生活保護

受給者は免除）で、マンモグラフィ(乳がんを診断す

る方法のひとつで、乳腺・乳房専用のレントゲン撮影)、

問診、視触診、結果説明を行っている。また奇数

年齢では、問診、視触診、結果説明を行っている。

広報は、市報、健康だより、勧奨通知、ポスター

で行われており、誕生月とその翌月に受けること

ができる。  

 厚生労働省の統計では武蔵野市の乳がん検診受

診率は17.0%となり、これは全国平均の12.9%、東

京都の平均7.6%に比較すると高率ではあるが、大

腸がん検診受診率51.9%、肺がん57.8%、胃がん

18.6%に較べれば、低い数字である。 

また「武蔵野の福祉」によれば平成16年度以前

は、受診率が14年15.6%、15年15.5%、16年13.3パ

ーセントであったことに比較すれば、17年の偶数

年齢10.6、奇数年齢4.3%、及び18年の偶数年齢12.0、
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奇数年齢3.4%は、受診率が低下しているといわざ

るを得ない。しかし要精検率は、年々確実にあが

っている（平成17年以降は偶数年齢で見た場合）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（http://www.v-next.jp/contents_01.htm） 

図６ 乳がん患者と年齢のグラフ 

気になるのは、平成17年以降、対象者が30歳以

上から40歳以上へと引き上げられたことである。

マンモグラフィは、触診でもわからないようなミ

リ単位の石灰化したがんを見つける際には威力を

発揮し、50歳以上の女性が２年に１回受けること

は大変効果的であると考えられている。この意味

では、50歳以上の女性にとって、武蔵野市の施策

は、万全のものであるといえよう。しかし乳がん

患者のボリュームゾーンである30代に対する検診

がなくなったことは大きな問題であるといわざる

を得ない。 

● 提言 

◇若年者に対する乳がん検診のあり方を検討する。 

乳がん検診の年齢を引き下げ、その際にはマン

モグラフィ以外の検査（触診＋超音波など）を行

う必要があるのではないか。とくに若年の密な乳

腺のしこりをみつけるのは、マンモグラフィでは

難しく、マンモグラフィを過信するがゆえに乳が

んの発見がかえって遅れるというがん患者の批判

の声があることなどを勘案すると、若年者に対す

る乳がん検診のあり方は、再考される余地がある 

と思われる。 

 

２)  子宮(頸部・体部）がん検診 

武蔵野市では、満20歳以上の女性を対象に、武

蔵野市医師会（11の医療機関）に委託し、子宮（頸

部・体部）がん検診を行っている。周知方法は、

市報、健康だより、勧奨通知、ポスター、個別通

知により、年二回、５月と11月に実施されている。 

厚生労働省の統計では14.7%となり、東京都の平

均11.9%に較べれば多いものの、全国平均18.6%に

比較すると少ない。また、他のがんの受診率と比

較すれば、かなり受診率は低いといえるだろう。

ただ平成17年度より対象者が30歳以上から20歳に

引き下げられたことは評価できると思われる。 

 

 

● 提言 

◇子宮（頸部・体部）がん検診の広報を強化する。 

市からの個別通知等の広報の強化の他、情報誌

「まなこ」において、女性のお役立ち情報を充実

させて、広報をはかる。 

 

３) レディース手帳と性教育 

東京都では、健康手帳が配布されている。武蔵

野市に在住の40歳以上であれば、申し出により、

受け取ることができる。検診の記録をつけること

ができ、基本的には中高年以降の健康管理のため

の手帳である。この健康手帳の認知度はあまり高

くなく、年間20冊ほどが交付されている。 

 女性の健康に関しては、母子手帳のように、あ

るライフステージの段階において記録するものは

あるものの、それも産前の母の記録と子どもの成

長記録という二人分の複合的な手帳である。女性

の身体と健康という視点から、生涯にわたる健康

を考えるために女性の健康に関しての情報提供と

記録を行える手帳が必要とされていると思われる。 

日本社会においては、性規範の変化が著しい。

第二次性徴を母体の準備としてのみ把握するので

はなく、自分の身体とどうつきあっていくのか、

自分の身体を護ることに関する情報を正確に得る 

 



ため、不妊の可能性などを含めた、産む・産まな

い・産めないに関する正しい情報提供が行われる

必要がある。また、妊娠・出産に関しても、母体

としてのみならず、出産後の女性の健康管理を含

めた情報提供が行われる必要があり、更年期、閉

経後などにおける様々なライフステージと相関す

る身体の変化への理解が求められる。 

さらに、男性への性差医療の視点も重要であり、

「男性の更年期」など、今まで女性特有だと思わ

れていた症状が男性にも起こり得ることを、広く

知らせていく必要がある。 
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● 提言 

◇性教育において、避妊だけではなくＳＴＤ（性

感染症）の防止を含めた教育をおこなう。 

◇むさしのヒューマン・ネットワークセンターの

スタッフなどで手帳の原案を作成し、市が配布す

る。 

女性の健康に特化した、レディース手帳には、

日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会による女

性の生涯健康手帳（記録と基本的な情報）、市販さ

れている10年女性健康手帳（記録に特化、1,260

円）などがあるが、上記のねらいにかなうものと

はいいがたい。市独自の手帳の作成・配布が必要

である。 

◇学校教育だけではなく、専門家によるレクチャ

ーやワークショップをひらく。 

正しい性や身体に関する情報提供が、学校教育

を通じてなされることによって、生涯にわたって

性や身体に高い問題意識をもつことが可能になる。

学校を通じて子どもを啓発することによって、保

護者を啓発するという側面もある。武蔵野市の小

中学校では、学習指導要領に基づき、指導が行わ

れているが、正しい性や身体に関する情報提供を

教師による学校教育だけではなく、専門家による

レクチャーやワークショップを開くことによって、

地域に開かれた性や身体の意識づくりができるよ

うになるのではないか。 

 

４) 父子手帳と母体のケア 

武蔵野市においては、母子手帳交付時に配布さ

れる「母子バッグ」の中に、東京都作成の「父親

ハンドブック」が配布されている。「父親ハンドブ

ック」の存在をアピールする必要があるが、概ね、

父母に対する情報提供は行われているといってよ

いだろう。 

しかし、出産・育児において、父母としての啓

発は行われてはいるものの、夫婦、もしくは個人

としての情報提供の少なさが気になる。まず、妊

娠・出産に関して、母体としてのみならず、出産

後の女性の健康・身体管理を含めた情報提供が行

われる必要がある。３人に１人が体験するといわ

れる産後うつや産後の身体の回復のための情報提

供が必要である（フランスでは1985年に骨盤底リ

ハビリが導入され、出生率の上昇に寄与している

といわれている。費用は10回までは、全額を公費

でまかなわれている）。また夫に対して、出産で疲 

れたうえ、産後の育児に追われている妻の心身へ

のケアの必要性を啓発する必要がある。 

● 提言 

◇母体のケアについてのプリントを作成・配布す

る。 

つい後回しにされがちな母体の産後の心身の変

化（ホルモンの変化による産後うつや骨盤底リハ

ビリなど）についての情報と、そのような妻への

ケアのあり方についての啓発についてのプリント

などを、母子手帳発行時に配布する。 

◇「パパバッグ」を作成・配布する。 

「パパバッグ」などをつくり、母子バッグの中

に入れるのではなく、「父親ハンドブック」とプリ

ントなどを別の封筒にいれる。大量に出産・育児

に関する配布物があるので、これだけでも、夫の

手に届きやすくなるのではないか。 
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３．基本目標Ⅲ 男女平等意識を浸透し自立意識を確立する 

 

今回の提言の基本理念である「男女が互いの人

権と能力を尊重し合い、働き方や生き方を柔軟に

選択できる、男女共同参画のまちづくりの実現」

の実現のためには、主体である市民の“意識づく

り”は重要な役割を担う。地域の様々なメディア、

むさしのヒューマン・ネットワークセンター（以

下「センター」という。）や「まなこ」を通じ、ま

た、事業所、教育機関を含めた、多様な人材の活

用を通じて、行われる必要がある。 

さらに、市民がメディアの情報を読み解く能力

をつけ、またみずから積極的に情報発信をしてい

くためにも、学校教育の段階から、ＩＴ時代にふ

さわしいメディアリテラシー教育が期待される。 

 

（１）意識づくりの基本は「教育」である 

意識調査６-５（問26）にあるように、市の施策

として望むこととして「学校での男女平等意識を

育てる教育の推進」に対する期待は高い（26.2％）。

また、問25にあるように、教育現場である学校教

育に期待する取組は、個性・立場の尊重（57.7％）、

男女の協力（56.4％）、家庭・家族の多様性（46.2％）

などがあげられている。 

そこからは、個性と多様性を認めあう男女平等

教育を学校教育の中で実践することへの期待の高

さがうかがえる。教育現場でも日ごろより教師の

研修などを通じて確実に継続して実践されている

が、より一層の充実を望みたい1 。 

一方、現在青少年を取り巻くメディアは、平成

15年の計画策定時に想定していたメディア環境に

比べ、量・機能・作用ともに大きく進化している。

インターネットをきっかけに、メディアは「一方

的な情報発信装置」ではなく「参加型双方向コミ

ュニケーション装置」へと変貌した。 

今後は、メディアから流れる情報を男女共同参

画の視点で取捨選択する能力を養成する、従来の

メディア対抗的な視点にとどまることなく、意識

づくりに向けて、より実践的なメディアリテラシ

ー教育が期待される。メディアの情報を読み解く

能力に主体性が備わっていることが、メディアリ

テラシー教育の基本であるが、それに加え、「メデ

ィアを活用する能力」「コミュニケーション能力」

を育成することが、現在のメディアリテラシー教

育であり、学校教育の現場をサポートする施策の

整備が急がれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 提言 

学校教育での意識づくりにあたっては、実践的

メディアリテラシー教育が期待される。そのため

には、 

◇地域のメディアや多様な人材を活用し、専門家

による専門的プログラムを子どもの時期から提

供していく。 

◇判断する目を養うための実践講座を開催する。 

ＴＶ局や新聞社の出前講座を誘致し、実際に映

像や紙面を作ることに参加しながら、“判断できる

目・読み解く主体性”を養う（「まなこ」72号2）。 

◇児童・生徒による学校のホームページ制作を通

して「メディアを活用する能力」を養う。 

市内の小・中学校には、それぞれ各学校紹介の

ホームページがある。「社会科授業と連動した在校

児童が紹介する学校周辺マップ」「各クラス持ち回

りでの学校紹介」「市内中学生の意見交換の場」な

ど、ホームページ制作を通して「メディアを活用

主体的な

読解力 

活用する

能力 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ能力 

図１ メディアリテラシーの視点 
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する能力」を養うことができる。各校の実践を支

援するために、インターネットプロバイダーや市

内のＩＴ事業者の協力を期待する。 

◇オリジナルの教育素材を開発する。 

地域のメディアの協力を得て、ストーリー性の

ある映像素材やＲＰＧ（ロールプレイングゲーム）型

ゲームなど、武蔵野市独自の教育素材を開発する。 

◇センターの出前講座を実施する。 

メディアから情報を得ることに比べ、「生（な

ま）」の情報はインパクトがある。普段はセンター

との接点がない学校に出向き、男女共同参画の

「今」を「生」で伝える。「男女共同参画」の観点

からこの活動ができる組織は、武蔵野市内ではセ

ンターのみである。 

 

 

（２）男性の意識づくり 

１）家庭参加についての男女の意識のギャップ 

家事の役割分担や子育て参加、介護参加に対す

る男女の認識にギャップがあることは、基本目標

Ⅰで考察した。 

意識調査２-１（問１）の役割分担意識では、依

然、男女の意識に格差が存在することがわかる。

男性は仕事、女性は家事・育児・介護を分担する

と考えている女性は14.0％であるのに対し男性は

22.8％（＋8.8ポイント）である。男女とも仕事を

し、家事・育児・介護も平等に分担すると考えて

いる女性は67.4％であるのに対し男性は53.0％

(－14.4ポイント)となっている。 

また、問２にあるように、男女ともに仕事をし、

家事・育児・介護を平等に分担していると男性の

17.3％が考えているのに対し、女性は8.5％（－8.8

ポイント）と、男女の認識にギャップがある。 

女性から見る男性の家事不参加理由も、問３の

ように「子どものころから家事をするようにしつ

けられておらず（29.2ポイント差）、家事は女性の

仕事と考えている（25.5ポイント差）」と、評価は

厳しい。 
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２）子育てと介護も、まだまだ女性頼り 

家事と同様、子育てと介護についても男女の意

識にギャップがある。問４からわかるように、女

性は、男性の子育て能力に疑問を持っている（子

どもとのコミュニケーションのとり方がわからな

い、子どもの世話の仕方がわからない）。 

一方、２-８（問８）にあるように、介護参加に

ついて、女性は、家族間での話し合いや男性の介

護参加意識の啓発を望んでいる。 

男性の子育て参加・介護参加を促すために、制

度の整備などを要望するものの、結局は世間の意

識改革に期待せざるを得ない、と女性は考えてい

る（父親の子育て参加はあたりまえという風潮を

つくる74.4％、男性の介護参加はあたりまえとい

う風潮をつくる59.1％）。 
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図２ （問１）：理想の性別役割分担 

図３ 世の中のムードに期待する 

（問５）父親が子育てに
　　　係わるのがあたり
　　　まえという風潮

（問８）男性でも介護を
　　するのはあたりまえ
　　という風潮
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３）垣間見える根強い性別役割分業意識 

問７-１に見るように、介護に対する不安要素に

ついては、男女ともにほぼ同様の割合で肉体的・

精神的な不安を挙げており、また、女性の就業継

続の障害が職場環境や施設不足によるものという

認識も男女同程度の割合である（問11）。   

ただし、介護での不安において家を空けられな

いとする割合（問７-１）、お茶くみは女性の役割

とする割合（問10-１）、看護・介護が女性の就労

阻害要因と考える割合（問11）、において、男性の

割合を女性の割合が上回っている。これは、男性

のみならず女性においても、意識下では、男女の

役割分業意識の存在が垣間見える。 

それぞれの分野への男性の参画を促進するため

には、制度や環境の整備といった仕組みの改革と

並行して、男女の自主的な気づきを促すためにも、

社会的なムーブメント創出が有効である。 

● 提言 

◇男性の家事や子育て参加を促すため、センター

や『まなこ』を中心とする地域ぐるみのキャン

ペーンを展開する。 

◇男性の家庭参加の「スローガン･マーク」を開発

する。 

男性が家庭に参加することは“あたりまえ”で

“すてき”なことであることを、広く浸透させる

ためにスローガン・マークを開発し、あらゆる機

会を通じて市民に周知する。 

◇キャンペーンイベントを展開する。 

上記のデビュー期にＰＲのためのキャンペーン

イベントを展開する。例えば、「武蔵野市男性家庭

参加の日」を設定し、現在各施設で実施されてい

る“父親参加プログラム”を同時多発的に展開し、

話題を創出する。 

◇父親の子育て参加の話題づくりのために「まな

こ」を活用する。まなこ臨時増刊「パパまなこ」

の発行など。 

「まなこ」は男女共同参画唯一の広報媒体であ

る。有効に活用を図るべきである。 

 

（３）意識づくりの観点からの、女性の自

立・仕事力の向上とＮＰＯへの支援 

女性の就労やチャレンジ支援など自立を支援す

る施策・制度・仕組みについては、基本目標Ⅰに

述べられているとおりであるが、意識づくりの側

面から、いかにそれら施策の実践力を向上させる

ことができるか考察した。 

１）事業者には柔軟な勤務形態が求められている 

子育て後の女性の再就職に役立つ支援策につい

ても男女の認識にギャップがある（３-７問13）。

男性は、再雇用制度や育児休業制度など、現在の

勤務形態を崩さない範囲での支援策を想定してい

るが、女性が求めるのは、柔軟な拘束時間選択や

保育所などの施設の充実である。 

企業は、仕事に人を合わせるのではなく、人に

合わせた仕事の仕方を取り入れなければ、到底、

子育て後の女性の力を活かせるものではない。柔

軟な働き方と労働条件の向上が必要条件である。 

現在、柔軟な勤務形態への取組は、大手企業で先

行しているが、市内の事業者にも波及すべく意識

改革が求められる。 

 

２）女性にとっての「起業」の意味 

従来の（今も主流の）“会社”の時間拘束型の勤

務体系では、女性の力を活かすことが難しく、女

性が「起業」を視野に入れざるを得ないことは想

像に難くない。問18-１に現れているように、男性

にとって起業動機は、生きがいや役に立つなどの

「自己実現」志向が強いが、女性の起業は仕事が

家庭生活と調和することが可能であることが、重

要である。 

 

３）女性は「コミュニティビジネス」志向 

問18-２に現れているように、起業するにあたっ

て、男性はまちづくりへの参加や行政サービスへ

の参画などを志向するのに対し、女性は、趣味・

保育・教育・福祉などの「コミュニティビジネス」

志向が強い。コミュニティビジネスとは、市民が

主体になって、ビジネスの手法を使って、地域の
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抱える課題を解決したり、地域の特性を活かした

まちづくりなどさまざまな活動を行う地域事業で

ある。活動を通じて、コミュニティの再生や雇用

創出などさまざまな効果が期待される。また今後

は、事業者の参画も重要である。地元事業者にと

って女性は、消費者として重視され、またコミュ

ニティビジネスの実践者、協働するパートナーと

しても期待できる。 

 

４）ＮＰＯは意識づくりの強力なパートナー 

コミュニティビジネスは、ＮＰＯや企業、組合、

個人事業など形態は様々であるが、地域住民とい

う特定の対象に対する地域還元型の収益事業とし

てＮＰＯという組織形態はふさわしい。その意味

でも、男女共同参画の推進において、ＮＰＯは強

力なパートナーであり、その活動は意識づくりに

おいても重要な位置を占める。ＮＰＯが発信する

情報は地元での男女共同参画事業の理解・共感獲

得を左右するといえる。 

● 提言 

◇女性の再チャレンジと自立の支援にあたっては、

「学びなおし」の機会を、地域の事業所や教育

機関との連携のなかで提供する。 

◇「学びなおし」機会のための講座やワークショ

ップの開催 

 再チャレンジに役立つ実践的な知識やノウハウ

を提供する。実施にあたっては、課題を共有する

市内のＮＰＯや市民団体とも連携をとりながら、

全市的な広がりのなかで実施していく必要がある。 

・法律に強くなる（個人情報・著作権．．．．） 

・ＩＴに強くなる（ネットは怖くない．．．．） 

・マネジメントに強くなる（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営．．．．） 

・イベントに強くなる（準備と運営．．．．） 

◇市民と商店会のタウンミーティングを開催し、

実践的「学びなおし」の機会とする。 

女性は地元の消費の主役である。地元事業者（商

店）と市民との対話は商店街活性化のきっかけと

なる。市民と事業者の対話を通じて、地元商店会

も市民とともにまちづくりへの意欲が喚起され、

「学びなおし」の機会を得ることが期待される。 

◇ＮＰＯ向け「伝える技術」を向上させるプログ

ラムを開発する。 

男女共同参画事業やイベントのネーミング、チ

ラシ・ポスターの制作力向上は、男女共同参画に

関わるＮＰＯの活動を活性化させ、男女共同参画

社会の意識浸透に直接的に貢献する。 

言いたいことが上手に伝わると市民の関心も高

くなって、事業が活性化して参加者が増え、意識

づくりに結びつく。 

◇武蔵野地域五大学など研究機関と連携する。 

武蔵野地域五大学*との男女共同参画に関する

共同研究／共同講座など、大学の研究活動をサポ

ートする。例えば、文部科学省の実施している「社

会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

公募などの機会を視野に、主婦向け講座を開設し、

主婦の再チャレンジに直結する事業を大学と共同

で開発・実施する。その際は、研究現場への企業

からの支援も視野に入れる。 

また「女性支援」にフォーカスしたプログラム

（講座）開発は、武蔵野地域自由大学*の基盤とな

る各大学の活性化にも有効であろう。 

武蔵野市の男女共同参画社会推進活動は、アカ

デミックな連携を得て、他の自治体と一線を画す

ことが期待される。 

◇全ての発信は「まなこ」と「ヒューマン・ネッ

トワークセンター」から 

「まなこ」と「センター」は、武蔵野市の男女

共同参画推進活動の「結び目」としての役割を担

う。したがって、さまざまな計画や施策について

は「まなこ」と「センター」の連携を通じて、確

実に情報発信される必要がある。 

市民が着実に実績を積み重ねてきた“発信する

媒体と活動の場”を活性化することは今後の主要

課題のひとつである。 

◇民間企業との協働を検討する。 

民間企業のＣＳＲ活動（Corporate Social 
Responsibility=企業の社会的責任）を誘致すること

により、また協働することにより、大きなスケー
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ルでの男女共同参画推進活動の実現が期待できる。 

実例としては、コンピュータソフト会社が支援

するＮＰＯのための実践力向上プログラムやＤＶ

被害者の自立を支援するＩＴ技術向上プログラム

が実施され、大きな成果を挙げている。 

例えば子育て支援施策を想定した場合、市内の

技術系事業者と大学と市内施設（０１２３施設な

ど）が共同で子育て支援遊具を共同開発できれば、

大きな展開が期待でき、関心の創出とあわせて目

に見える成果が期待できる。 

話題が創出されることは、意識づくりにおいて

の追い風となるであろう。 

 

 

出典・引用文献 

1. 武蔵野市 平成19年度男女共同参画計画進捗状況調査

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 武蔵野市 「まなこ」 72号  平成20年 

＜用語解説＞ 武蔵野地域五大学：武蔵野地域の五大学

（亜細亜大学・成蹊大学・東京女子大学・日本獣医生命科

学大学・武蔵野大学）。これらの大学と市が連携・協力し

て市民の生涯学習に寄与することを目的に学長と市長が

「武蔵野地域学長懇談会」を設置し、五大学共同講演会や

武蔵野地域自由大学などさまざまな生涯学習の機会を提

供している。 

武蔵野地域自由大学：武蔵野市と武蔵野地域五大学が連携

して、高度で継続的、体系的な生涯学習の機会を提供する

学習空間。正規の大学ではないが、終了講座数により、自

由大学独自の学位記（称号記）を授与している。 
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4.  基本目標Ⅳ 男女共同参画計画を推進するための体制を整備する  
 
男女共同参画計画の実施にあたっては、まず、

市が自ら率先して、庁内で男女共同参画を実践し

ていく必要がある。その上で、男女共同参画計画

を全庁的な取り組みとして推進し、同時に、市民

と行政とのパートナーシップによって、武蔵野市

全体で問題解決にあたらなければならない。その

意味でも、男女共同参画推進の拠点となる「むさ

しのヒューマン・ネットワークセンター」の運営

や活動の見直しは最優先課題である。 
 さらに、武蔵野市の男女共同参画計画の持続的

で効果的な推進体制の確立と、市民と行政、事業

所等との協働の仕組みを明確にするためにも、男

女共同参画基本条例（仮称）の検討は不可欠であ

る。 
 
（１）政策方針決定の場への女性参画を促 

進する 
国においては「社会のあらゆる分野において、

2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が

少なくとも30％程度になるよう期待する」1という

目標があり、「男女共同参画基本計画（第２次）」

にもこの目標を明記し取り組みを進めている2。な

お、この30％というのは1990年に国連の経済社会

理事会が採択したナイロビ将来戦略勧告の「指導

的地位に就く婦人の割合を1995年までに少なくと

も30％にまで増やす」3という国際的な目標値でも

ある。 

武蔵野市では委員会・審議会の女性比率が35.1%、

市議会の女性議員比率は23.1%4で、全国の市（区）

平均のそれぞれ26.1%、11.8%5を上回っており、全

国平均と比べると、この状況は評価できる。今後

はさらに促進を図っていくことが望まれる。 

１) 市の委員会等への女性の参画を推進する 

委員会等では、教育・介護・環境など現場に直

結した分野では女性比率が高いが、監査・対策・

審査など管理に関わるものでは低い。委員長・会

長の女性比率はごく低い。女性のなり手不足によ

り、一人が複数の委員を兼任している例も見られ

る。女性比率０%の委員会等がある一方で、逆に女

性100%の付属機関もある。男女比のバランスをと

ることによって、さらに活性化することを期待す

る。 

女性割合の低い委員会等を減らすべく、積極的

改善措置（男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に

提供すること）をさらに進めることが必要である。

将来的には、一方の性が３分の１以下にならない

ように、場合によっては年齢構成や居住地、勤務

形態等についても多様性を確保するように参加割

り当てを設定し、多様な市民の意見を市政に取り

入れる方策を検討すべきである。 

 
２）市の女性管理職を増やす 
市職員の男女比は以前は男性が多かったが、現

在では全職員のうち44%が女性となっている。係長

職でも女性は少しずつ増加し、現在は係長・課長

補佐でそれぞれ女性比率28%、21%であるが、部課

長級では他市と横並びの4.5%にとどまっている。

女性管理職が少ない原因として、管理職試験の女

性受験者が少ないことがあげられるが、なぜ少な

いのかを分析し、対策を講じる必要がある。 

企業では女子社員の活用・活性化にさまざまな

方策が取られており、民間の男女共同参画推進の

手法を学ぶ、あるいは外部専門家のコンサルティ

ングを受けることも考えられる。女性管理職が少

ない原因を分析するために、職員に対するアンケ

ート調査などを行うことも考えられる。   

また、自ら積極的に発言し課題解決に向けて貢

献するリーダーシップ力の育成教育は、できるだ

け若いうちから導入すべきである。平成18年度か

ら市長と職員が意見を交換する会が定期的に進め 

られている。女性職員のみを対象とするものでは 
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ないが、今後とも継続されることを望む。 
● 提言 

◇市女性管理職の割合を30％とする。 

◇女性管理職がなぜ少ないのか分析するために、

職員に対するアンケート調査を行う。 

◇市女性職員にリーダーシップ力育成教育のため

の研修等を実施する。 

 
３）人材リストと人材育成プログラムの実施 

委員会等に積極的に参画し、また、地域の中で

リーダーシップを十分に発揮できる人材を育成す

るために、様々な取り組みが必要である。 

 現計画にも「人材の育成」は課題として盛り込

まれている6。 

◆ 人材の育成事業 

◎人材育成の強化と人材リストの作成 

◎情報提供、啓発活動の強化 

◎市内企業、大学、専門学校等における啓発活動 

◎他自治体との情報交換の積極的推進 

人材リストについては、センターにおいて、地

域福祉と市民活動の質の向上のため、平成19年度

から登録制度を開始した。登録した人と専門的サ

ポートを必要とする個人や団体をつなぐシステム

だが、今後はより実効性を高めていくことが望ま

れる。 

人材リストは、人材育成プログラムと車の両輪

で実施されてこそ実効性を確実なものとする。今

後は、女性の人材育成とリーダーシップ養成のた

めの専門性に基づいた継続的仕組みを整備してい

く必要がある。そのためには、市内の大学、専門

学校、企業、他の自治体等との連携を図るべきで

ある。 
● 提言 

◇市の委員会・審議会では一方の性が３分の１以

上になるよう参加割り当て枠を設定する。 

◇ 人材リスト事業の活性化のために、人材育成プ

ログラムを継続的に実施していく。 

◇ 人材育成プログラムの実施にあたっては、市内

の教育機関や企業、他の自治体との連携を図る。 

 

 

（２）計画推進体制の整備と強化 
１）計画策定へ向けて市民・事業所への情報提供

の強化 
 意識調査によると男女平等に関する動きについ

て「強い関心をもっている」10.8％、「ある程度関

心を持っている」と答えた人が59.3％と、合わせ

て７割いるにもかかわらず、市の男女共同参画関

連の施策への認知度は極めて低く、特に「男女共

同参画計画」の存在を知らない人は６割を超えて

いる。 

 市民・事業所と行政のパートナーシップの基本

には、まず、計画や施策に関する幅広い情報の共

有がなければならない。そのためにも、行政は、

必要な情報や資料を、的確かつ迅速に、しかも分

かりやすい形で市民や市民団体、事業所等へ提供

する必要がある。今後は、市の計画や施策はもち

ろん国や都、他の市区町村の情報の認知度アップ

をめざして、単に情報や資料を一方的に配布する

のではなく、センターや情報誌「まなこ」等の企

画を通じて提供するなど、情報をきっかけに人の

輪やネットワークが生まれるような、様々な配慮

が望まれる。 

● 提言 

◇「男女共同参画計画」の認知度が少なくとも50％

を超えるよう、センターや「まなこ」等を通じ

て、情報提供及び周知活動に努める。 

 
２）市役所を男女共同参画のモデル事業所とする 
① 市役所職員の男女共同参画意識の向上 

 男女共同参画計画を実施する上で行政の果たす

役割は大きい。全庁的に計画を実施していくため

には、各施策を推進する職員一人ひとりが男女共

同参画の実現に向けて共通の認識を持つとともに、

市自らが積極的に男女共同参画意識の向上に取り

組むことが望まれる。そのためにも積極的に情報
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提供を図ると共に、ワークショップや研修等を実

施する必要がある。 
 また、芦屋市や小金井市などでは、全職員を対

象に、男女共同参画に関する意識調査を実施し職

員の意識向上に効果を上げている。武蔵野市でも

同様の試みが期待される。 
● 提言 

◇市役所職員に男女共同参画に関する情報提供を

図る。また、そのためにワークショップや研修

を行う。 

◇全市職員を対象に男女共同参画に関する意識調

査を行い、調査結果を広く市民にも周知する。 

 
② 特定事業主として、「仕事と子育ての両立」

のための努力と職場の点検 
 平成15年７月、次世代育成支援対策推進法が制

定され、国や地方公共団体は「特定事業主」とし

て、職員を雇用する事業主の立場から、職員の子

どもたちの育成を支えるための環境整備に取り組

むための計画（特定雇用主行動計画）の策定が義

務づけられた（平成17年度から平成26年度までの

10年間を実施期間とする）。 

 武蔵野市でも、平成17年３月『仕事と子育ての

両立に向けて』と題する同行動計画が、行動計画

策定委員会（ワーキンググループ）による職員ア

ンケートなどを実施した上で、策定された。 

 計画は、平成21年に後半５年の計画について検

討することになっているが、その際には、より実

効性のある計画とすることを期待する。今後、市

は、自ら事業所として率先して、「子育てにやさし

い武蔵野市」を実践し、市内事業所等における男

女共同参画の推進役として、広く、市民や事業所

にも周知する責務がある。 

● 提言 

◇武蔵野市次世代育成支援行動計画『仕事と子育

ての両立に向けて』を職員はもとより、広く市

民に周知する。 

◇行動計画の施策の実現に向けて努力する。 

◇計画の改定にあたっては、職員の声をできるだ

け反映するための工夫をする。 

 
３）男女共同参画推進会議と庁内体制のあり方 
 現在、庁内の推進体制としては、「男女共同参画

推進会議」が設置され、副市長を議長として、関

係部課長が集まり、相互間の事務の緊密な連絡を

図っている。「推進会議」では、平成３年７月の設

置以来、毎年、所管課による前年度事業の実績の

自己評価と次年度の予定を持ち寄り、「男女共同参

画計画事業等調査報告書」を作成している。 
 今後は、行政内部での意思決定プロセスをより

実効性のあるものとするために、年度ごとに重点

課題を設定し、施策の早期実現に向けて、担当部

署が集中的に連携するなど、施策の実施状況に合

わせながら、課題解決にふさわしい担当者間の会

議の持ち方を考え、所管課間の連携の強化を図っ

ていく必要があるだろう。 
● 提言 

◇推進会議は、年度ごとの重点課題を設定し、そ

の実現に向け、担当者間の連携を強めていく。 

 
４）男女共同参画推進市民会議の機能の強化 
 市民会議は、「男女共同参画推進計画」が平成16

年４月に提出されて以降は、今回の市民会議まで

１度も開催されていない。社会情勢の変化に的確

に対応し、より実効性のある計画立案とより効率

的な行政運営をめざすためにも、市民会議を客観

的事業評価に基づく第三者評価機関として常設化

する必要がある。今後は、市内の事業所、ＮＰＯ

や市民団体の代表者など、地域の多様で幅広い人

材をメンバーとするとともに、実施期間内での課

題の実現のためには、重点課題を設定し、そのた

めの小委員会や専門家会議を設置するなどの具体

的取り組みも必要になるだろう。 

 なお、今回、計画策定のためにワーキンググル

ープが立ち上げられ、強力なサポートを得られた。

今後も引き継がれていくことを希望する。 
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● 提言 

◇市民会議を第三者評価機関として常設化し毎年

開催するとともに、重点課題を設定し、その解

決のため、小委員会や専門家会議等を立ち上げ

る等、柔軟な推進体制とする。 

  
５） 市民会議と推進会議の連携のしくみ 
 庁内の推進会議による自己評価と市民会議によ

る第三者評価の実施にあたっては、両会議が、共

通の評価方法に則り、年度ごとの重点課題を設定

し、協力して計画の実施状況を把握していく連携

の仕組みが効果的である。 
 日野市では、「男女平等行動計画評価」の実施に

あたって、計画に記載されている施策・事業（110

項目）について、毎年評価し進捗状況を管理して

いる。平成17年度からは、重点事業を挙げ、市民

評価委員会と本部評価委員会、主管課で共通の指

標（評価の平均点は５点満点）を使って、それぞ

れ事業評価している。さらに、平成18年度からは、

３者の評価の総括をするとともに、行政と市民評

価委員の意見交換会を実施している7。 

 今後、武蔵野市でも、十分に検討し、何らかの

連携の試みを始めることが望まれる。 

● 提言 

 ◇「男女共同参画推進会議」と「男女共同参画推

進市民会議」の連携を図るため、共通の事業評

価方式を採用するとともに、意見交換会等の開

催も検討する。 

 
６） 男女共同参画に関する意識調査および調

査・研究 
 今回、市民会議の中で、意識調査を今回の提言

に活かすためには、質問項目の大幅な見直しが必

要であるとの結論に至り、今回の提言に関連した

質問項目を作成し、盛り込んだ。 
 今後、男女共同参画計画に調査結果を反映させ

るためには、経年的に把握すべきデータと重点課

題に必要なデータとを十分に検討し、その上で、

事業評価に効果的なスケジュールで実施すること

が望ましい。重点課題については、５年ごとの意

識調査では間に合わない場合もある。計画期間内

の課題の実現に向け、対象とテーマを絞った調査

あるいは研究が必要である。 
 武蔵野市の男女共同参画推進のための課題を導

き出すためには、武蔵野市の男女共同参画関連の

客観的データが不可欠である。平成２年から平成

８年まで毎年発行されていた「統計にみる武蔵野

の女性」のようなデータブックの存在は貴重であ

る。復活が望まれる。 
● 提言 

◇「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」の

内容の見直しと実施時期の再考を行う。 

◇重点課題の解決のために独自の調査・研究を実

施する。 

◇武蔵野市の男女共同参画に関するデータブック

を作成する。 

 
７） 国・東京都・他市区町村等との連携強化 
 施策の実施にあたっては、国や都の法律や制度、

他の自治体の推進状況に関する情報が不可欠であ

る。担当者は、各種の担当者会議へ積極的に出席

するなど、国・都・他市区町村等との連携の強化

を図る必要がある。また、ＤＶ防止対策や女性の

ための雇用対策など、市町村だけでは解決が難し

い問題については、積極的に国や都に対して働き

かけを行い、課題の解決を図っていくことが望ま

れる。 
● 提言 

◇課題解決のため他の自治体と連携を強化すると

ともに、国や都へ働きかける。 

 
８） 進捗状況のフォローアップ体制の確立 
① 事業評価による実施状況の把握の必要 

 推進会議では、施策の実施状況を明らかにする

ために、ＡからＤまでの実施区分に基づくチェッ

ク（ＡからＤまで、それぞれ「今後も継続・充実
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する」「新たに実施予定」「将来の検討・研究課題

とする」「国・都に対する要望」）を行い、「男女共

同参画推進状況調査」として、毎年度、まとめて

いる。しかし、事業を改善しながら実施していく

ためには、ＰＤＣＡ（プラン（計画）→ドゥ（実

行）→チェック（評価）→アクション（改善、見

直し））のマネジメント・サイクルに則り、客観的

な評価指標を設定した事業評価のシステムが不可

欠である。  
② 事業評価の手法の検討 

 男女共同参画計画の実施にあたって、近年、全

国の多くの市区町村では、達成度による事業評価

の手法を導入し、実績をあげている。三鷹市の場

合、マスタープランの１つの柱として男女共同参

画を位置付け、「まちづくり指標」を使って事業評

価をしているが、ほとんどの地方自治体が男女共

同参画計画単独で、事業評価をしている。 

 目黒区の場合、男女平等・共同参画審議会（以

下、「参画審議会」）が第三者機関として、毎年、

「男女平等・共同参画計画」の事業を、成果を中

心として評価し、効果的な事業を実施するための

様々な提言を行っている。 

 平成14年度から事業評価をスタートさせ、現在、

平成19年度の事業評価を進めている。計画の５つ

の目標を示す大項目とその実現のための重要な事

業を含む中項目ごとの評価を★の数で表している

（★★★★★＝達成、★★★★＝十分である、★

★★＝概ね十分である、★★＝ある程度の成果（関

連）は認められるが未だ課題がある、★＝不十分）。

さらに、平成18年度からは、どの政策が進捗し、

どの政策があまり進捗していないのかの経年変化

を見るため、レーダーチャートも採用している。 
 事業評価の「ものさし」としては、「審議会等委

員の女性比率を50％にする」などの「目標値」や

「『配偶者からの暴力被害経験あり』の人の割合が

年度ごとに減少する」などの「目標とする状態」

を「参画審議会」で独自に設定し、意識調査の結

果やヒヤリング等を実施した上で事業評価してい

る。毎年、試行錯誤しながら、いかに客観的で、

分かりやすくするかを工夫している。 

 一方、八王子市の場合は、行動計画である『男

女が共に生きる八王子プラン』の達成度を数値化

しているが、数値目標（市役所の努力によって達

成可能なもの）と指標（社会状況に大きく影響さ

れ市役所の努力だけでは必ずしも達成できないも

の）に分けている。 

 また、数値化した上で、さらに、ＡからＤ（そ

れぞれ「進んだ」、「やや進んだ」、「あまり進んで

ない」、「全く進んでいない」）までの、対前年度進

捗度で評価している。平成18年度からは、実施区

分内の中期的な進捗状況の評価も行っている（Ａ

～Ｄ「順調」「おおむね順調」「やや遅れている」

「遅れている」）8 。 

 
９） 推進にあたっての留意点 
 武蔵野市でも、今後、計画の実施状況のフォロ

ーアップ体制を確立するために、達成度評価など

の客観的事業評価システムを導入すべきである。

ただし、数値化による評価は、評価基準があまり

に煩雑であったり、細かすぎる場合には、かえっ

て担当者のデスクワークを増やすだけで、形骸化

しがちである。先行例を十分に調査・研究し、武

蔵野市にふさわしい、機能的で効果的な評価方法

を開発すべきである。また、多くの自治体が、事

業評価を導入する法的根拠として、男女共同参画

条例を制定していることも、併せて検討するべき

課題である。 
● 提言 

◇客観的な評価基準による実施状況のフォローア

ップ体制の確立をする。 

◇実施にあたっては、十分に先行例等を検討し、

武蔵野市独自の評価方法を開発する。 

◇男女共同参画推進条例による裏付けを検討する。 
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（３） むさしのヒューマン・ネットワーク

センターの拡充 
１)  センターの運営体制の見直しの必要性 

  センターは、男女共同参画社会の実現をめざす

市民や団体の自主活動とネットワーク化を支援す

る拠点として設置され、今年で11年目を迎えた。  

意識調査でのセンター認知度は32.8％と低めな

がら、前回調査の18.9％からアップしている。多

くのボランティアに支えられ、着実に実績を重ね

てきた結果であるが、実態は、むさしのヒューマ

ン・ネットワークセンター運営協議会（以下「運

営協議会」という。）への参加団体が固定化し、ま

た個人参加の人数も低迷しており、運営体制の弱

体化という問題に直面している。３年前から体制

の立て直しを目指して運営協議会内部での検討を

進めており、今年度は外部からアドバイザーを迎

え、より一層の問題解決のための実践的試みを行

っている。 

 
２）センターの現状と課題  

①「検討委員会」によるセンターのあり方の見

直し 

 現計画では、センターと行政の連携のあり方を

検討するために、市民参加の「検討委員会」の設

置が実施区分Ｂで盛り込まれているが、一度も開

催されなかった。 

センターの抱える問題は、決してセンターだけ

の問題ではなく、武蔵野市の行政と市民の協働の

あり方と男女共同参画行政の方向性を問う問題で

もある。市とセンターの連携のあり方を見直した

上で、センターの位置付けや役割を、全市的な視

点で、あらためて問い直す時期にきているといえ

よう。 

 ② 登録団体と運営体制の見直し 

 運営協議会の参加団体である市の「男女共同参

画推進登録団体」は趣味のサークルから女性問題

の活動団体まで幅広く、必ずしも男女共同参画推

進を主な目的として活動をしている団体とは限ら

ない。したがって、センターの利用団体は増えて

も、自らセンターの管理・運営に参加しようとす

る団体が少ないのが実情である。今後は、運営協

議会の活性化を図るため、登録団体の見直しが必

要である。 

③ 専従スタッフの必要性 

 現在、ネットワークの活性化や情報提供の充実

のために、「集う（交流）」、「伝える（情報）」、「学

ぶ（学習・研修）」をセンターの機能として充実さ

せようとしている。また、人材リストの整備も進

んでいる。 

ホームページのサイト管理についてはＮＰＯへ

委託しているが、センターの目的や主旨を伝える

ツールとして充実するためには編集スタッフが必

要である。現計画で課題とされている専従スタッ

フの常駐の実現が切に望まれる。 
 

 
 

 

 

３）センターの位置付けと役割 

「むさしのヒューマン・プラザ」構想からセンタ

ー開設まで 

  武蔵野市では、『婦人問題懇談会（第二期）』（昭

和63年）で、男女共同参画社会の実現と女性の自

立支援をめざした拠点施設として「むさしのヒュ

ーマン・プラザ（仮称）」の設立が提言され、武蔵

野市第二次女性行動計画まで、計画の大きな柱と

されてきた。 

しかしながら、その後、「プラザ」構想は、長期

計画の中で検討課題とされたまま、平成10年11月、
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「むさしのヒューマン・ネットワークセンター」

が、市民や市民団体の自主活動とネットワーク化

の支援を目的として開設され現在に至っている。 
 
４）コミュニティセンターとの違いを明確にする 

  現在、運営協議会は、センターの管理運営を市

から委託されている。条例による明確な位置付け

はないが、原則的には、コミュニティセンターと

同様の運営体制にある。しかしながら、今後、セ

ンターが、人権の視点に立った男女共同参画推進

のための拠点としての役割を担うためには、コミ

ュニティセンターとは異なる極めて専門性の高い、

全市的活動が必要となる。市の事業との役割分担、

「まなこ」との連携などについても、明確な位置

づけが望まれる。 

  
５）新しい時代にふさわしいセンターへの期待 

  男女共同参画の推進は、市民と行政の連携の中

で初めて実現する。センターが11年かけて蓄積し

てきた実績をさらに発展させ、さらに、情報収集・

発信の場として、地域のリーダー養成の場として、

男性の地域力や女性の仕事力の育成の場として、

センターが市民のニーズに十分に応えられる拠点

にふさわしい体制の整備が必要である。 

さらに、意識調査の中で、センターに期待する

事業として最も高かった要望のひとつに「総合相

談窓口」の設置がある。今回のＤＶ防止法の改正

でも、ＤＶ対策について市町村の取り組みを一層

促進することが求められている。センターと市の

連携を含めた庁内体制の整備を進めた上で、早急

に実施する必要があるだろう。 

現在、武蔵境市政センターの移転計画にともな

いセンターの移転が検討されている。移転にあた

っては、高齢者や車椅子の人、乳母車を押す子育

て中の親なども自由に集えるアクセスのいい場所

の確保が必要である。思いがけない出会いや交流

の輪の中から、働く女性、独身の男女、シングル

マザーなど多様な生き方が可能な社会をめざす取

組が次々と生まれることが期待される。 
●  提言 

◇センターの認知度を60％以上にする。 

＜運営体制＞ 

◇男女共同参画推進を具体的に進めるための拠点

として明確に位置づける。 

◇市とセンターの役割分担を明確にし、協働のシ

ステムを確立する。 

◇専門性のある人材の配置とコーデネート機能の

充実を進める。 

◇人材育成と事務局機能を強化する。 

＜活動＞ 

◇コミュニティの人材育成のための参加型のワー

クショップを開催する。 

◇「人材リスト」を充実し、地域の人材やスキル

を地域活動や起業につなげていく。 

＜情報収集・発信＞ 

◇情報提供のための広報活動・ＨＰを充実しスタ

ッフの専門性育成のための研修を実施する。 

◇センターだよりの充実と「まなこ」との連携 

 

（４）情報誌「まなこ」の充実 
 「まなこ」は、平成３年２月の創刊以来、最新

の72号まで、地域の男女共同参画のための情報誌

として、様々なテーマを扱ってきた。編集メンバ

ーも代を重ね、レポーター制度も導入しながら、

様々な市民が関わっている。 

 意識調査での「まなこ」の認知度は33％と周知

不足の感は否めないが、参加型の編集会議を通じ

て多くの人材を地域に生み出してきた。今後は、

周知度をさらにアップしていくとともに、編集会

議が人材育成の場として強化されていくことが望

まれる。 

 現在まで、「ライター入門講座」の受講生が多く

編集者として関わってきたが、同講座内容を見直

し、男女共同参画の意識づくりを目的とする情報

誌の執筆・編集に役立つ情報収集・発信のための

実践的知識や能力を身につける機会とすることが



 36

望まれる。 
● 提言 

◇「まなこ」の認知度を60％以上にする。 

◇「まなこ」との有機的連携の中で「ライター養

成講座」の内容を見直し、充実させる。 

◇センターとの連携を強化する。 

◇「まなこ」における男女共同参画の視点を充実

させる。 

 
（５）男女共同参画基本条例(仮称)の検討 
 男女共同参画基本条例（仮称）の検討は、平成

12年の第四期・第五期武蔵野市女性行動計画推進

市民会議で提言され、現計画にも盛り込まれてい

る。計画期間中の検討は一度もされないままであ

るが、今回の第四期長期計画・調整計画の中で、

今後検討していくことが明記されている。 

 今後、行政と市民・事業所が一体となり、地域

ぐるみで、男女共同参画計画を実施していくため

にも、男女共同参画条例の制定に向けて十分な検

討が必要である。 

 男女共同参画条例は、47都道府県のうち46都道

府県で、また17の政令指定都市の全てで制定され

ている。全国1,827市区町村では19.6%、そのうち 

市区では36.1%、町村では6.6%で制定された。今後

の検討状況も合わせて見ると、市（区）の32.7%、

町村の25.0%は検討を予定している9。なお、東京

都では62市区町村中、19（11区８市）で制定され

ている10。 

男女共同参画条例には、基本条例、推進条例、

パートナーシップ条例など様々な形式がある。 

そのほとんどが、男女の人権等に対する基本理念

や計画実施とそのための総合的な体制整備、市・

市民・事業所の責務や協働のあり方などを明らか

にしており、性別による差別や女性の人権侵害の

禁止や市民からの苦情等の処理などを規定するも

のもある。武蔵野市も、男女共同参画の推進に向

けた行政のあり方、計画の推進体制や市民と行政

の協働のしくみ、特に、センターの位置づけや役

割、「まなこ」との連携のあり方などを明らかにし

ていくとともに、先行例を十分研究し、武蔵野市

らしい条例のあり方を検討していくことが望まれ

る。 

条例制定の検討は行政主導ではなく、むしろ市

民参加による十分な議論と男女共同参画意識の高

まりが不可欠である。議論を尽くされてこそ、制

定後により市民の意識に浸透し意義あるものとな

るであろう。 

● 提言 

◇市は男女共同参画基本条例（仮称）制定へ向け

て、市民参加による検討委員会を設置する。 
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6. 「武蔵野市女性行動計画推進市民会議報告書(第五 

期)」2003年 

7. 日野市「平成18年度日野市男女平等行動計画（本部評

価・市民評価）報告書」 平成20年２月 

8. 八王子市 ｢男女が共に生きるまち八王子プラン－平

成18年度評価報告書—」（平成20年１月） 

9. 内閣府 ｢地方公共団体における男女共同参画社会の

形成又は女性に関する施策の推進状況について｣ 平

成19年度 

10. 東京都 「男女平等参画に関する条例・宣言」平成19

年４月１日現在 
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武蔵野市男女共同参画推進市民会議委員名簿               
（職業・所属は平成 20 年 10 月現在のもの） 
◎は委員長 

岩城 末子 むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会会長 

大橋  仁 公募市民 

小澤 和彦 弁護士 

小野 公一 亜細亜大学経営学部教授 

菅野 昭彦 公募市民 

工藤 阿貴 公募市民 

佐野 純夫 市立第四中学校副校長 

千田 有紀 武蔵大学社会学部教授 

◎ 高田 素子 武蔵野市人権擁護委員、第五期女性行動計画推進市民会議委員長 

林  朋子 ㈱東急百貨店勤務 

三上 かおり 公募市民 

吉川 良子 元武蔵野市子育て SOS 支援センター所長 

 
 
ワーキングスタッフ名簿           （所属は平成 20 年 10 月現在のもの） 

小林 佳世 総務部人事課人事係主事 

横山  充 財務部市民税課市民税係長 

扇 賢二郎 環境生活部保険課収納係主事 

並木 英樹 健康福祉部生活福祉課生活福祉係主事 

高橋 利恵子 健康福祉部高齢者支援課地域支援担当係長（平成20年３月31日まで）

長坂 朋子 健康福祉部健康課健康主査 

柏倉 しおり 子ども家庭部子ども家庭課子ども家庭係主任 

安藤 雅美 子ども家庭部保育課管理係主任 

中村 京子 教育部教育企画課財務係主任 
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日時 場所 検討内容

第1回 平成19年8月21日 市役所 委嘱式・委員会のあり方・今後の方針について

第2回 9月19日 商工会館 市の施策について(計画)、都行動計画の概要、討議要綱

第3回 10月18日 商工会館 市の施策について(推進会議)、市民意識調査、意見交換

第4回 11月28日
ﾋｭｰﾏﾝ・ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ

まなこ、ﾋｭｰﾏﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰのあり方について
今後の進行について

第5回 12月13日 商工会館 各分野での課題について（各担当からの意見発表）

第6回 平成20年1月23日 商工会館 各分野での課題について（各担当からの意見発表）

第7回 2月13日 商工会館 各分野での課題について（各担当からの意見発表）

第8回 3月12日 商工会館
各分野での課題について（各担当からの意見発表）
市民意識調査項目立てについて

視察 3月29日 市内周辺
フェア・トレード店「るま・ばぐーす」（三鷹市）、ハウスグリーンパーク、テ
ンミリオンハウス月見路、テンミリオンハウスあおば、0123吉祥寺

第9回 4月23日 商工会館 計画策定の各課題について

第10回 5月21日 商工会館 報告書案について、課題となる分野についてヒアリングなど

視察 6月13日 市   外 母子生活支援施設

第11回 6月19日 商工会館 報告書案について、課題となる分野についてヒアリングなど

第12回 7月17日 商工会館 報告書案について、課題となる分野についてヒアリングなど

第13回 8月25日 商工会館
市の施策（推進会議）の報告について、意識調査の結果について
報告書案まとめ

第14回 9月8日 商工会館 報告書案について

小委員会 9月22日 市役所 報告書案について

第15回 9月29日 市役所 報告書案について

第16回 10月8日 商工会館 報告書案について

小委員会 10月8日 商工会館 報告書案について

第17回 10月27日 商工会館 報告書案について

武蔵野市男女共同参画推進市民会議審議経過
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武蔵野市男女共同参画推進市民会議設置要綱 

  

（設置） 

第１条 武蔵野市男女共同参画計画の推進及び武蔵野市男女共同参画計画の策定に関して検

討するため、武蔵野市男女共同参画推進市民会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 会議は、前条に規定する目的を達成するため、次の事項について検討し、その結果

を市長に提言する。 

(１) 武蔵野市男女共同参画計画の推進に関すること。 

(２) 武蔵野市男女共同参画計画の策定に関すること。 

(３) 武蔵野市における男女共同参画施策のありかたに関すること。 

(４) 前３号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。 

（構成） 

第３条 会議は、12名以内の委員で構成し、市民のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

（委員長） 

第５条 会議に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し会議を主宰する。 

２ 会議が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（専門部会） 

第７条 会議は、必要があると認めたときは、専門部会を置くことが出来る。 

２ 専門部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。 

（報酬） 

第８条 委員の報酬等については、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（

昭和36年２月武蔵野市条例第７号）に基づき、市長が定める。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、企画政策室市民協働推進課が行う。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則  

１ この要綱は、平成４年７月１日から施行する。 

２ 武蔵野市女性行動計画推進市民会議設置要綱（平成３年１月10日施行）は、廃止する。 

付 則  

 この要綱は、平成８年４月２日から適用する。 

付 則  

 この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

付 則  

 この要綱は、平成16年６月４日から施行する。 

付 則  

 この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成一九年七月一一日法律第一一三号 

 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則  

（定義）   

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。  

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。  

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等  

（基本方針）  

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。  
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４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。  

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。  

第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。  

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。  

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。  

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を

紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。  

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六

号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。  

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助を行うこと。  

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。  

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。  

（婦人相談員による相談等）  

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。  

（婦人保護施設における保護）  

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。  
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第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。  

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。  

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用に

ついて、その有する情報を提供するよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。   

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和二十

九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けてい

る者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申

出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定める

ところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な援助を行うものとする。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法 （昭和二

十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定

めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を

図りながら協力するよう努めるものとする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。  

  第四章 保護命令  

（保護命令）  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8c%78%8e%40%8a%af%90%45%96%b1%8e%b7%8d%73%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この

章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第

十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合

にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第

三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものと

する。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本

拠を共にする場合に限る。  

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被

害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。  

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去する

こと及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。  

一 面会を要求すること。  

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。  

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。  

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得

る状態に置くこと。  

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害

する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。  

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子

を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、

第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配
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偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場

所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。  

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な

言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又

は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。  

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。  

（管轄裁判所）  

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。  

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  

（保護命令の申立て）  

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者か

ら受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足り

る申立ての時における事情  

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認める

に足りる申立ての時における事情  

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情  

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項  

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 
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２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で

公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添付しなけれ

ばならない。  

（迅速な裁判）  

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。  

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場

合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものと

する。  

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。  

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。  

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。  

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。  

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。  

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずる

までの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。  

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止を

も命じなければならない。  

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  
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６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四

項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければなら

ない。  

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。  

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による

命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条

第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後

において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議が

ないことを確認したときも、同様とする。  

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。  

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。  

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）  

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由

となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の

再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとす

る被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算

して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定に

よる命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。  

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるの

は「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。  

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。  

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤

務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。  

（民事訴訟法の準用）  
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第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。  

（最高裁判所規則）  

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。  

   第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい

て「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環

境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及

び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育

及び啓発に努めるものとする。  

（調査研究の推進等）  

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者

の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。  

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げ

る費用を除く。）  

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用  

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。  

（国の負担及び補助）  

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。  

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。  

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの  

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用  

  第六章 罰則  

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  
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第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下

の過料に処する。  

附則抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センター

に係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関

して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事

件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの

規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。  

（検討）  

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

  附則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正

後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第

二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における

新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。  

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

  附則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、な

お従前の例による。 

 









「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（概要） 
内閣府仕事と生活の調和推進室 ホームページより 
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